
住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
五
）

︱
ド
イ
ツ
裁
判
例
研
究
か
ら
の
模
索
︱

田　
　

中　
　

英　
　

司

目　

次
※

Ⅰ　

序
説

　
　

１　

本
論
文
の
位
置
づ
け

　
　

２　

関
連
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
定
等
の
確
認

　
　

３　

日
本
法
の
判
例
に
お
け
る
借
家
権
の
存
続
保
護
に
関
す
る
判
断
枠
組
み
の
確
認

　
　

４　

考
察
の
方
法
と
順
序
（
以
上
、
五
二
巻
一
号
）

Ⅱ　

賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
め
ぐ
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
の
判
断
枠
組
み

　

一　

比
較
衡
量
の
前
提
と
な
る
こ
と
が
ら
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　
　

１　

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
の
意
義
等
に
つ
い
て
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２　

賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
の
意
義
に
つ
い
て

　
　

３　

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
た
「
明
渡
し
か
ら
の
保
護
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
（
以
上
、
五
二
巻
三
・
四
合
併
号
）

　

二　

比
較
衡
量
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　
　

１　

利
益
の
比
較
衡
量
の
基
本
的
な
枠
組
み
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　
　
　

⑴　

利
益
の
比
較
衡
量
の
基
本
に
つ
い
て

　
　
　
　

①
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
通
常
裁
判
所
等
の
裁
判
例

　
　
　
　
　
（
以
上
、
五
三
巻
一
号
）

　
　
　
　

②
下
級
審
裁
判
所
の
裁
判
例
（
②
の
五
の
第
五
の
裁
判
例
ま
で
、
五
三
巻
四
号
）

　
　
　
　

③
小
括
（
以
上
、
五
四
巻
一
号
）

　
　
　

⑵　

当
事
者
の
態
様
・
認
識
に
つ
い
て

　
　
　
　

①
当
該
契
約
の
締
結
時
ま
た
は
当
該
住
居
の
取
得
時
に
お
け
る
当
事
者
の
態
様
・
認
識
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

②
当
該
解
約
告
知
の
対
象
の
選
択
に
お
け
る
賃
貸
人
の
態
様
・
認
識
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

③
当
事
者
の
態
様
・
認
識
が
問
題
と
さ
れ
た
そ
の
他
の
事
案

　
　
　

⑶　

当
事
者
の
利
益
が
均
衡
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
（
以
上
、
五
四
巻
二
号
）

　
　

２　

具
体
的
な
利
益
の
比
較
衡
量
に
関
す
る
裁
判
例

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
五
）
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⑴　

生
命
・
身
体
・
健
康
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

①
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　
（
以
上
、
五
四
巻
三
・
四
合
併
号
）

　
　
　
　

②
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

③
小
括
（
以
上
、
五
五
巻
一
号
）

　
　
　

⑵　

代
替
住
居
の
調
達
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

①
代
替
住
居
の
調
達
に
関
す
る
一
般
的
な
こ
と
が
ら
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　
　
　
　

②
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　

ⓐ
二
重
の
転
居
に
な
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　
（
以
上
、
五
五
巻
二
号
）

　
　
　
　
　

ⓑ
そ
の
他
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　
（
以
上
、
五
五
巻
三
号
）

　
　
　
　

③
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　

ⓐ
二
重
の
転
居
に
な
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
事
案

　
　
　
　
　

ⓑ�

そ
の
他
の
事
情
か
ら
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案
（
ⓑ
の
三
の
第
八
の
裁
判
例
ま
で
、
五
五
巻
四
号
。
第

二
九
の
裁
判
例
ま
で
、
五
六
巻
一
・
二
合
併
号
）
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④
小
括
（
以
上
、
五
六
巻
三
号
）

　
　
　

⑶　

経
済
的
な
支
出
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

①
経
済
的
な
支
出
に
関
す
る
一
般
的
な
こ
と
が
ら
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　
　
　
　

②
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

③
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

④
小
括
（
以
上
、
五
六
巻
四
号
）

　
　
　

⑷　

そ
の
他
の
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

①
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　
　
（
以
上
、
本
巻
本
号
）

　
　
　
　

②
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案

　
　
　
　

③
小
括

Ⅲ　

総
括
と
日
本
法
へ
の
示
唆

　
　

１　

総
括

　
　

２　

日
本
法
へ
の
示
唆

Ⅱ　

賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
め
ぐ
る
住
居
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
に
関
す
る
裁
判
例
の
判
断
枠
組
み

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
五
）
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二　

比
較
衡
量
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
裁
判
例

　

２　

具
体
的
な
利
益
の
比
較
衡
量
に
関
す
る
裁
判
例

　

⑷　

そ
の
他
の
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　

第
四
に
、
そ
の
他
の
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
を
取
り
上
げ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
①
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案
、
お
よ
び
、
②
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
否
定
さ
れ
た
事
案
、

と
い
う
二
つ
の
類
型
に
分
け
て
、
関
係
す
る
裁
判
例
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

①
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案

　

一　

ま
ず
、
す
で
に
Ⅱ
の
二
の
２
の
⑵
の
②
の
ⓑ
の
㋑
に
お
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
の
、
賃
借
人
の
側
の
家
族
的
な
事
情
か
ら
、
相
当
な
代
替
住

居
が
要
求
で
き
る
条
件
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
も
し
く
は
、
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
賃
借
人
に
と
っ

て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
事
案
と
の
区
別
が
截
然
と
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
賃
借
人
の
側
の
家
族
と
い
う
利
益
の
侵
害
が
問
題
と

さ
れ
、
結
論
と
し
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
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第
一
に
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
区
裁
判
所
一
九
九
三
年
一
月
一
四
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

183
】
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
区
裁
判
所
一
九
九
三
年
一
月
一
四
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
一
九
八
五
年
六
月
二
二
日
の
契
約
に
よ
っ
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
に
本
件
住
居
を
賃
貸
し
た
。
被
告
・
二
は
、
そ
の
間

に
、
被
告
・
一
と
別
居
し
た
が
、
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
か
ら
退
い
た
こ
と
な
し
に
、
本
件
住
居
か
ら
引
き
払
っ
た
。
原
告
に
帰
属
す
る
本
件
建
物

に
は
、
六
つ
の
住
居
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
住
居
は
全
部
賃
貸
さ
れ
て
い
た
。

　

原
告
は
、
一
九
九
一
年
一
二
月
二
七
日
付
の
書
留
に
よ
っ
て
、
彼
の
娘
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
一
九
九
二
年
六
月
三
〇
日

付
で
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。

　

原
告
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
原
告
の
娘
は
、
無
条
件
に
現
在
の
彼
女
の
住
居
か
ら
引
き
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
原

告
の
娘
は
、
彼
女
の
伴
侶
と
共
同
で
、
そ
の
両
親
の
一
家
族
用
住
宅
に
お
い
て
、
湿
っ
ぽ
い
住
居
に
居
住
し
て
い
た
。
そ
の
住
居
は
、
寝
室
と
居
間

か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
台
所
は
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
専
用
の
入
口
も
な
か
っ
た
。
そ
の
湿
気
は
、
部
分
的
に
個
々
の
壁
の
部
分
に
生
じ
て
い
る

わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
一
階
全
体
が
、
防
湿
材
で
防
護
す
る
こ
と
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
す
っ
か
り
湿
ら
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
れ
が
原
因
で
、
原
告
の
娘
は
、
す
で
に
、
健
康
上
の
損
害
、
す
な
わ
ち
、
腎
臓
の
病
気
を
被
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
本
件
訴
え
の
棄
却
を
求
め
た
が
、
被
告
・
一
は
、
補
助
的
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま

で
の
条
件
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
の
で
あ
る
。

（
1011
）

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
五
）
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被
告
ら
は
、
原
告
の
「
自
己
必
要
」
を
否
認
し
た
。
被
告
・
一
は
、
そ
の
「
自
己
必
要
」
に
つ
い
て
の
原
告
の
申
立
て
は
十
分
で
な
か
っ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
原
告
は
有
効
に
解
約
告
知
し
な
か
っ
た
、
と
申
し
立
て
た
。
さ
ら
に
、
被
告
・
一
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
原
告
は
、

本
件
解
約
告
知
の
名
宛
人
に
お
い
て
社
会
的
な
選
択
を
す
る
と
い
う
義
務
に
違
反
し
た
。
そ
の
よ
う
な
選
択
の
正
し
い
結
果
は
、
二
人
の
子
供
ら
を

も
ち
、
職
業
に
従
事
し
、
ひ
と
り
で
子
供
ら
を
育
て
て
い
る
母
親
に
は
解
約
告
知
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
一

方
、
被
告
・
一
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
の
請
求
に
つ
い
て
、
被
告
・
一
が
彼
女
の
子
供
ら
と
と
も
に
本
件
住
居
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
を
申
し
立
て
た
。
被
告
・
一
は
Ｌ
銀
行
の
銀
行
員
で
あ
り
、
本
件
住
居
は
、
現
在
、
被
告
・
一
の
二
人
の
就
学
義
務
の
あ
る
子
供
ら
が
、
交

互
に
、
付
近
に
居
住
す
る
と
こ
ろ
の
被
告
・
一
の
母
親
に
よ
っ
て
、
お
よ
び
、
被
告
・
二
に
よ
っ
て
世
話
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
位
置
し
て

い
た
。
考
え
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と
は
、
被
告
・
一
に
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
特
に
、
二
人
の
子

供
ら
を
も
ち
、
ひ
と
り
で
子
供
ら
を
育
て
て
い
る
母
親
に
と
っ
て
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
住
居
市
場
の
状
況
は
見
込
み
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
被
告
・

一
は
、
彼
女
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
代
替
住
居
の
広
告
に
関
し
て
、
二
十
三
の
計
算
証
拠
書
類
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
口
頭
弁
論
と
証
拠
調
べ
の
結
果
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
訴
え
は
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
本
件

使
用
賃
貸
借
関
係
は
判
決
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
条
件
で
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

当
裁
判
所
は
、
確
か
に
、
原
告
の
本
件
解
約
告
知
を
形
式
的
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
た
し
、
自
己
必
要
と
い
う
本
件
解
約
告
知
理
由
を
も
証
明
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
判
断
し
た
。
も
っ
と
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
に
し
た
が
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
比
較
衡
量
は
、
本
件
使
用
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賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
が
、
被
告
・
一
に
と
っ
て
、
賃
貸
人
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
と
い
う
結
果
を
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
賃
借
人
の
側
の
家
族
と
い
う
利
益
の
侵
害
の
観
点
か
ら
、
被
告

（
賃
借
人
）・
一
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
被
告
・
一
の
存
続
保
護
に
つ
い
て
の
利
益
は
、
少
な
く
と
も
、
原
告
の
取
戻
し
に
つ
い
て
の
利
益
と
同
じ
程
度
に
重
要
で
あ
る
。
被
告
・

一
が
、
彼
女
の
異
議
、
お
よ
び
、
判
決
に
よ
っ
て
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
継
続
す
る
と
い
う
申
立
て
の
た
め
に
引
き
合
い
に
出
し
た
と
こ
ろ
の
理

由
は
、
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
被
告

4

4

・4・

一
は

4

4

、4・

ひ
と
り
で
子
供
ら
を
育
て
て
い
る
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

彼
女
の
完
全
な
仕
事
の
ほ
か
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

就
学
義
務
の

4

4

4

4

4

あ
る
二
人
の
子
供
ら
の
面
倒
を
み
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
は

4

4

4

、4・

現
在

4

4

、4・

被
告

4

4

・4・

一
の
母
親
が
な
お
近
く
に
居
住
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

子
供
ら
の

4

4

4

4

父
親

4

4

、4・

す
な
わ
ち

4

4

4

4

、4・

被
告

4

4

・4・

二
も
ま
た
近
く
に
お
い
て
職
に
つ
い
て
い
て
手
伝
う
こ
と
が
で
き
る
限
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告

4

4

・4・

一
に
可
能
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

。
完
全
で
は

4

4

4

4

な
い
家
族
組
織
は

4

4

4

4

4

4

4

、4・

両
方
の
援
助
の
可
能
性
の
空
間
的
な
近
さ
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
に
加
え
て

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告

4

4

・4・

一
が
そ
の
間
に
同
じ
よ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

う
な
空
間
的
状
態
に
あ
る
代
替
住
居
を
見
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
被
告

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

・4・

一
に
負
担
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
態
に
な
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
わ4

れ
わ
れ
の
社
会
が
あ
ま
り
子
供
に
対
し
て
理
解
の
あ
る
わ
け
で
は
な
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
う
え
さ
ら
に
就
学
義
務
の
あ
る
二
人
の
子
供
ら
を
も
ち

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

ひ
と
り
で

4

4

4

4

子
供
ら
を
育
て
て
い
る
女
性
に
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

適
当
な
住
居
を
見
出
す
機
会
が
め
っ
た
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

依
然
と
し
て
裁
判
所
に
周
知
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被4

告4

・4・

一
は

4

4

、4・

彼
女
が
代
替
住
居
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
こ
と
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
貸
借
の
申
請
書
の
た
め
の
二
十
三
の
計
算
書
の
提
出
に
よ
っ
て
証
明
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の

で
あ
る
。

　

被
告
・
一
が
今
本
件
住
居
を
放
棄
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
れ
は
、
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
苛
酷
さ
で
あ
ろ
う
。
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と
い
う
の
は
、
被
告

4

4

・4・

一
は
、
彼
女
の
子
供
ら
を
と
も
な
う
こ
れ
ま
で
の
生
活
共
同
体
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

あ
る
い
は

4

4

4

4

、4・

彼
女
の

4

4

4

仕
事
を
失
っ
た
場
合
に
社
会
保
障
に
滑
り
落
ち
る
と
い
う
危
険
が
大
き
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
で
あ
る
。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

両
方
の
側
の
利
益
の
状
況
が
ど
れ
ほ
ど
長
く
そ
の
よ
う
な
ま
ま
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
予
測
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
」。

　

第
二
に
、
ヴ
ィ
ン
ゼ
ン
（
ル
ー
エ
）
区
裁
判
所
一
九
九
四
年
二
月
一
七
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

184
】
ヴ
ィ
ン
ゼ
ン
（
ル
ー
エ
）
区
裁
判
所
一
九
九
四
年
二
月
一
七
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
一
九
九
〇
年
六
月
一
日
の
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
を
も
っ
て
、
八
五
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
正
味
の
暖
房
費
ぬ
き
の
賃
料
で
、

被
告
（
賃
借
人
）
ら
に
本
件
住
居
を
賃
貸
し
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
本
来
、
一
九
九
〇
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
期
限
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

被
告
は
、
彼
の
家
族
と
と
も
に
本
件
住
居
に
入
居
し
た
が
、
現
在
、
被
告
に
よ
っ
て
賃
借
さ
れ
た
本
件
住
居
に
居
住
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
、
妻
と

四
人
の
扶
養
義
務
の
あ
る
子
供
ら
を
有
し
た
。
原
告
は
、
過
去
に
お
い
て
、
何
度
か
、
成
果
な
く
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
が
、

一
九
九
三
年
三
月
三
〇
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
一
九
九
三
年
六
月
三
〇
日
付
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解

約
告
知
し
た
。

（
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原
告
は
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
に
お
け
る
勉
学
を
終
え
た
あ
と
家
に
帰
っ
て
く
る
つ
も
り
で
あ
る
と
こ
ろ
の
原
告
の
娘
の
た
め
に
本
件
住
居
を
必
要
と

す
る
、
と
主
張
し
た
。
原
告
自
身
の
住
居
に
は
、
そ
の
娘
の
た
め
の
場
所
が
な
か
っ
た
。
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
す
で
に
、

一
九
九
二
年
一
〇
月
に
終
了
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
被
告
は
、
か
な
り
前
に
、
彼
の
家
族
と
別
居
し
、
彼
の
家
族
に
本
件
住
居
か
ら
出
て
行
け
と
命
じ

た
。
被
告
は
、
現
在
、
ひ
と
り
の
人
と
し
て
、
本
件
住
居
に
居
住
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
被
告
の
家
族
は
、
別
に
住
居
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
次
の
よ
う
に
申
し
立
て
た
。
す
な
わ
ち
、
原
告
は
、
数
年
以
来
、
本
件
住
居
か
ら
被
告
を
追
い
立
て
よ
う
と
し
た
。

さ
ら
に
、
被
告
の
婚
姻
は
、
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
被
告
の
妻
は
、
そ
の
子
供
ら
と
と
も
に
、
夫
婦
の
本
件
住
居
に
、
す
な
わ
ち
、

被
告
の
と
こ
ろ
に
帰
る
こ
と
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
の
妻
は
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
危
機
の
あ
と
常
に
帰
っ
て
き
た
の

で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
原
告
は
、
彼
の
解
約
告
知
の
書
面
に
お
い
て
、
本
件
住
居
を
本
当
に
彼
の
娘
の
た
め
に
必
要
と
す
る
こ
と
を
十

分
に
説
明
し
な
か
っ
た
・
・
・
・

　

そ
の
こ
と
を
超
え
て
、
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
対
す
る
請
求
権
を
有
す
る
」、
と
判

断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
原
告
（
賃
貸
人
）
の
利
益
と
被
告
（
賃
借
人
）
の
利
益
と
の
あ

い
だ
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
、
賃
借
人
の
側
の
家
族
と
い
う
利
益
の
侵
害
の
観
点
か
ら
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
本
件
住
居
に
お
い
て
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
に
と
っ
て
の
家
族
の
住
居
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
婚
姻
は
解
消
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・
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被
告
の
妻
は
依
然
と
し
て
本
件
住
居
に
居
住
す
る
権
利
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
の
妻
が
被
告
の
と
こ
ろ
に
帰
る
と
い
う
可
能
性
も
ま
た
存

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

在
す
る

4

4

4

。
そ
の
と
き

4

4

4

4

、4・

被
告
の
妻
と
と
も
に

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

四
人
の
扶
養
義
務
の
あ
る
子
供
ら
が
帰
っ
て
く
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
は

4

4

4

、4・

こ
れ
ら
の
子
供
ら
に
ひ
と
つ
の
部
屋

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
れ
ほ
ど
に
大
き
な
家
族
の
た
め
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

適
当
な
住
居
を
見
出
す
こ
と
も
ま
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

困
難
で
あ
る

4

4

4

4

4

。
そ
れ
に
対
し
て

4

4

4

4

4

4

、4・

適
当
な
住
居
を
見
出
す
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

ひ
と
り
の
人
と
し
て
の
原
告
の
娘
に
と
っ
て
よ
り
容
易
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」。

　

区
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
本
判
決
の
判
例
集
の
要
約
に
あ
る
よ
う
に
、「
家
族
に
と
っ
て
の
本
件
住
居
を
維
持
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

社
会
的
条
項

4

4

4

4

4

に
し
た
が
っ
た
比
較
衡
量
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
の
利
益
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人
の
妻
が
四
人
の
子
供
ら
と
と
も
に
一
時
的
に
本
件
住
居
を
引
き
払
っ
た
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

き
に
も
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

二　

次
に
、
賃
借
人
の
側
の
居
住
環
境
へ
の
定
着
と
い
う
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
、
結
論
と
し
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯

定
さ
れ
た
事
案
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

第
一
に
、
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
地
方
裁
判
所
一
九
七
〇
年
六
月
二
五
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

185
】
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
地
方
裁
判
所
一
九
七
〇
年
六
月
二
五
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

被
告
（
賃
借
人
）
ら
は
、
現
在
五
〇
歳
も
し
く
は
六
四
歳
で
あ
っ
た
が
、
原
告
（
賃
貸
人
）
の
本
件
建
物
に
お
い
て
、
一
〇
年
を
超
え
て
以
来
、

（
1016
）

（
1017
）

（
1018
）
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本
件
住
居
に
居
住
し
て
い
た
。
本
件
住
居
は
、
二
つ
の
部
屋
、
台
所
、
玄
関
ホ
ー
ル
、
浴
室
、
お
よ
び
、
物
置
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
、
本
件
建
物
の

四
階
に
所
在
し
、
月
あ
た
り
の
賃
料
は
一
二
一
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
六
六
ペ
ニ
ヒ
で
あ
っ
た
。

　

原
告
は
、
一
九
六
八
年
一
一
月
二
五
日
付
の
書
面
に
よ
っ
て
、
一
九
六
九
年
一
一
月
三
〇
日
付
で
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約

告
知
し
、
本
件
訴
え
を
も
っ
て
、
被
告
ら
に
対
し
て
、
本
件
住
居
の
明
渡
し
と
返
還
を
請
求
し
た
。

　

原
告
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
ら
は
、
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
の
本
件
住
居
に
申
合
せ
に
反
し
て
二
人
の
孫
ら
を
受

け
入
れ
た
ほ
か
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
被
告
ら
の
娘
が
、
こ
れ
以
外
の
二
人
の
子
供
ら
と
と
も
に
本
件
住
居
に
滞
在
し
た
。
そ
の
子
供
ら
は
、
ス
ケ
ー

ト
靴
な
ど
で
廊
下
じ
ゅ
う
を
走
っ
た
し
、
被
告
ら
は
、
か
つ
て
、
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
廊
下
に
置
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
居
住
者
ら
が
通
行
に
つ

い
て
妨
げ
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
被
告
ら
が
行
っ
た
家
内
労
働
に
よ
っ
て
、
相
当
な
騒
音
が
本
件
建
物
内
に
発
生
し
、
そ
の
騒
音
は
ほ
か
の
賃
借

人
ら
に
こ
れ
以
上
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
一
九
六
九
年
九
月
二
五
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
期

間
の
定
め
な
く
延
長
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

　

被
告
ら
は
、
次
の
よ
う
に
申
し
立
て
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
（
夫
）
は
、
若
年
身
体
障
害
者
で
あ
り
、
年
金
手
続
き
が
な
お
完
了
し
て
い
な
か
っ

た
の
で
、
目
下
の
と
こ
ろ
収
入
が
な
か
っ
た
。
そ
の
年
金
額
は
、
将
来
、
四
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
と
四
五
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
間
に
あ
る
だ
ろ
う
。

被
告
（
妻
）
は
、
家
内
労
働
に
よ
っ
て
、
月
あ
た
り
、
正
味
で
、
お
よ
そ
二
五
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
を
得
た
。
被
告
ら
に
は
、
本
件
住
居
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
二
人
の
孫
ら
に
つ
い
て
の
保
護
権
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、
本
件
訴
え
を
棄
却
し
、
当
事
者
の
間
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
期
間
の
定
め
な
く
延
長
し
た
。
と
い
う
の
は
、
区
裁
判
所
は
、

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
五
）
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本
件
解
約
告
知
に
対
す
る
被
告
ら
の
異
議
を
理
由
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
許
容
し
う
る
本
件
控
訴
は
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

原
告
に
よ
っ
て
意
思
表
示
さ
れ
た
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
有
効
に
一
九
六
九
年
一
一
月
三
〇
日
付
で
終
了
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
当
事
者
の
本

件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
被
告
ら
の
異
議
に
応
じ
て
、
期
間
の
定
め
な
く
延
長
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
は
成
果
が
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
に
賛
意
が
表
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
被
告
ら
に
よ
っ
て
形
式
と
期
間
に
適
合
し
て
述
べ
ら
れ
た
本
件
解
約
告
知
に
対
す
る
異
議
は
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
当
事

者
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
は
、
被
告
ら
に
と
っ
て
、
原
告
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
）」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
の
側
の
経
済
的
な
事
情
を
も
考
慮
に
入

れ
た
も
の
の
、
ま
ず
第
一
に
、
賃
借
人
ら
の
側
の
居
住
環
境
へ
の
定
着
と
い
う
利
益
の
侵
害
の
観
点
か
ら
、
賃
借
人
ら
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を

肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
区
裁
判
所
が
正
当
な
こ
と
に
強
調
し
た
よ
う
に
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

五
〇
歳
も
し
く
は
六
四
歳
の
被
告
ら
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

す
で

4

4

に4

、4・

被
告
ら
が

4

4

4

4

、4・

原
告
の
本
件
建
物
に
所
在
す
る
本
件
住
居
に
す
で
に
一
〇
年
を
越
え
て
以
来
居
住
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
こ
と
か
ら

4

4

4

4

4

4

、4・

彼
ら
の
こ
れ
ま
で
の
居

4

4

4

4

4

4

4

4

4

住
地
域
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

相
当
な
苛
酷
さ
を
意
味
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
彼
ら
の
こ
れ
ま
で
の
周
辺
の
地
域
に
比
較
的
高
齢
の
人
々
が
定

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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着
し
て
い
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
利
益
の
展
開
の
枠
組
み
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
使
用
賃
貸
借
関
係
の
存
続
に
つ
い
て
の
賃
借

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

人
の
保
護
に
値
す
る
利
益
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
れ
と
と
も
に

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
解
約
告
知
に
対
す
る
異
議
を
裏
づ
け
る
事
情
と
し
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

正
当
と
認
め
ら
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
よ

り
近
い
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
被
告
ら
に
と
っ
て
負
担
で
き
る
条
件
で
賃
借
で
き
る
代
替
住
居
が
意
の
ま
ま
に
な
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
も
な
か
っ

た
し
、
証
明
さ
れ
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
他
の
点
で
は
、
被
告
ら
の
収
入
関
係
も
ま
た
、
代
替
住
居
の
調
達
お
よ
び
転
居
の
た
め
に
費
用
を
も
っ
て
負
担
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
被
告

ら
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
に
好
都
合
で
は
な
か
っ
た
。
被
告
（
夫
）
が
、
原
告
の
申
立
て
に
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
六
〇
〇
ド
イ

ツ
マ
ル
ク
と
い
う
月
あ
た
り
の
実
質
収
入
を
も
っ
て
い
る
場
合
、
被
告
（
夫
）
は
、
若
年
身
体
障
害
者
の
た
め
に
開
始
さ
れ
た
年
金
手
続
き
の
完
了

ま
で
、
そ
れ
を
用
い
て
、
彼
自
身
の
生
活
費
、
お
よ
び
、
部
分
的
に
、
そ
の
家
内
労
働
に
も
と
づ
い
て
月
あ
た
り
お
よ
そ
二
五
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の

収
入
だ
け
を
有
し
た
と
こ
ろ
の
被
告
（
妻
）
の
生
計
の
必
要
を
保
障
す
る
た
め
に
、
そ
の
金
額
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

他
方
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、「
そ
れ
に
対
し
て
、
当
事
者
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
の
原
告
（
賃
貸
人
）
の
優
先
す
る

利
益
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
も
い
な
か
っ
た
し
、
証
明
さ
れ
て
も
い
な
か
っ
た
」、
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
「
原
告
は
、
な
お
未
婚
で
あ
る
被
告
ら
の
息
子
が
被
告
ら
の
世
帯
に
お
い
て
生
活
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。・
・
・
・

　

全
く
同
様
に
、
原
告
は
、
被
告
ら
の
二
人
の
孫
ら
が
被
告
ら
の
本
件
住
居
に
居
住
す
る
こ
と
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
被
告
ら
は
、

議
論
の
余
地
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
孫
ら
に
つ
い
て
保
護
権
を
有
し
た
し
、
そ
の
結
果
、
本
件
住
居
に
こ
れ
ら
の
孫
ら
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
本
件

使
用
賃
貸
借
契
約
の
違
反
を
意
味
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
原
告
の
明
渡
し
の
利
益
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
原
告
が
、
被
告
ら
に
対
し
て
、
昼
間
に
被
告
ら
の
娘
を
こ
れ
以
外
の
二
人
の
孫
ら
と
と
も
に
訪
問
の
た
め
に
迎
え
る
こ
と
を
禁
じ
て
は

（
1020
）

（
1021
）

住
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な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
以
外
の
理
由
づ
け
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
本
件
建
物
の
住
人
ど
う
し
の
平
和
あ
る
い
は

本
件
建
物
の
秩
序
を
妨
害
し
、
特
に
、
同
居
者
に
要
求
で
き
な
い
ほ
ど
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
を
十
分
に
証
明
し
な
か
っ
た
。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

最
後
に
、
被
告
（
妻
）
の
家
内
労
働
も
ま
た
、
被
告
ら
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
本
件
住
居
の
明
渡
し
に
つ
い
て
の
原
告
の
優
先
す
る
利
益
を
理
由

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
理
由
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

第
二
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
一
地
方
裁
判
所
一
九
八
八
年
三
月
二
三
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

186
】
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
一
地
方
裁
判
所
一
九
八
八
年
三
月
二
三
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
は
、
一
九
八
六
年
六
月
一
八
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
と
の
本
件
使

用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
本

件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
期
限
を
つ
け
ら
れ
た
継
続
を
請
求
し
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
は
、
原
告
ら
で
あ
っ
た
。

　
［
判
決
理
由
］

（
1022
）

（
1023
）
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地
方
裁
判
所
も
ま
た
、「
許
容
し
う
る
本
件
控
訴
は
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
一
九
八
六
年
六
月

一
八
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
被
告
ら
に
対
し
て
、
有
効
に
、
通
常
の
解
約
告
知
が
さ
れ
た
。
し
か
し
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
一
九
九
〇
年
三
月
三
一
日
ま
で
期
限
を
つ
け
ら
れ
て
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
の
側
の
居
住
環
境
へ
の
定
着
と
い
う
利

益
の
侵
害
の
観
点
か
ら
、
賃
借
人
ら
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
継
続
の
請
求
は
、
被
告
ら
の
訴
訟
代
理
人
に
よ
っ
て
、
適
時
に
立
て
ら
れ
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
延
長
の
た
め
の
実
体
的
な
要
件
も
ま
た
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
存
在
し
た
。
被
告
ら
が
、
被
告
ら
に
よ
っ
て
本
件
訴
訟
に
お
い
て
申
し
立
て
ら
れ
た
よ
う
に
、
本
当
に
健
全
で

な
い
健
康
状
態
に
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
未
決
定
の
ま
ま
で
あ
り
う
る
。
今
や
二
五
年
と
い
う
長
い
使
用
賃
貸
借
期
間

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

被
告

4

4

ら
の
年
齢

4

4

4

4

（4・

六
八
歳
と
七
二
歳

4

4

4

4

4

4

4

）4・

は4

、4・

全
部
で
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五

4

4

4

4

4

4

4

五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
に
つ
い
て
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
ら
の

4

4

4

4

高
齢
も

4

4

4

、4・

長
い
使
用
賃
貸
借
期
間
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
が

4

4

4

4

、4・

彼
ら
の
こ
れ
ま
で
の
周
辺
の
地
域
と
本
件
住
居
に
特
に
定
着
し
て
い
る
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

住
居
の
交
替
が

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

、4・

特
別
な
精
神
的
な
負
担
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
せ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

他
方
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、「
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
賃
貸
人
の
利
益
は
、
十

分
な
程
度
に
お
い
て
存
在
し
な
か
っ
た
」、
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
「
・
・
・
・
確
か
に
・
・
・
・
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
、
原
告
ら
の
自
己
必
要
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
結
局
、
原

告
ら
の
自
己
必
要
は
、
む
し
ろ
、
考
え
ら
れ
る
自
己
必
要
の
事
案
の
下
位
の
領
域
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
即
時
の

終
了
を
正
当
化
し
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
本
件
住
居
か
ら
の
仕
事
場
へ
の
道
の
り
は
、
原
告
・
二
に
と
っ
て
、
現
在
の
住
居
か
ら
の
仕
事
場
へ
の
道

（
1024
）

（
1025
）

（
1026
）
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の
り
よ
り
も
、
ほ
と
ん
ど
面
倒
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
、
原
告
ら
が
即
時
に
転
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
思

わ
せ
る
と
こ
ろ
の
改
善
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
被
告
ら
が
現
在
わ
ず
か
な
賃
料
だ
け
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
に
関

し
て
、
こ
れ
は
、
原
告
ら
に
と
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
が
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
な
重
要
さ
を
も
た
な
か
っ
た
。
本
件
住
居
は
、
と

も
か
く
も
、
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
将
来
に
お
い
て
相
当
な
賃
料
の
増
額
が
被
告
ら
か
ら
獲
得
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
を
認
識
し
て
、
原

告
ら
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
」。

　

最
後
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
賃
借
人
と
賃
貸
人
の
反
対
の
利
益
の
比
較
衡
量
の
も
と
で
、
当
部
に
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
二
年
の
期
間

の
間
継
続
す
る
こ
と
が
、
相
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
こ
の
期
間
は
、
被
告
ら
に
と
っ
て
、
じ
っ
く
り
と
新
た
な
状
況
に
適
応
し
、
被
告
ら
の

必
要
に
対
応
す
る
住
居
を
探
す
た
め
に
も
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
」、
と
付
言
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ
ム
区
裁
判
所
一
九
九
一
年
二
月
六
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

187
】
フ
ォ
ル
ヒ
ハ
イ
ム
区
裁
判
所
一
九
九
一
年
二
月
六
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
六
四
ｂ
条
四
項
に
し
た
が
っ
て
、
二
つ
よ
り
も
多
く
な
い
住
居
を
備
え
た
居
住
用
建
物
に
所
在
す
る
住
居

に
関
す
る
使
用
賃
貸
借
関
係
の
解
約
告
知
の
可
能
性
を
援
用
し
て
、
一
九
九
〇
年
二
月
一
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
一
九
九
〇
年
七
月
三
一
日
付
で
、

被
告
（
賃
借
人
）
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
の
た
め
の
そ
れ
以
外
の
理
由
は
、
本
件
解
約
告

（
1027
）

（
1028
）

（
1029
）

（
1030
）
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知
の
書
面
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
一
九
九
〇
年
五
月
二
一
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条

を
援
用
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
期
間
の
定
め
の
な
い
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
し
た
の
で
あ
る
。

　

原
告
ら
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
原
告
ら
は
、
す
で
に
、
本
件
解
約
告
知
に
さ
き
だ
っ
て
、
一
九
八
九
年
五
月
一
六
日
付
の
書

面
を
も
っ
て
、
一
九
八
九
年
一
一
月
三
〇
日
付
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
被
告
は
、
ほ
か
の
住
居
に
転
居
す
る
状
況
に
あ
っ

た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
被
告
の
娘
は
Ｐ
に
お
い
て
ひ
と
つ
の
自
宅
を
も
ち
、
被
告
は
何
の
問
題
も
な
く
娘
の
自
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
身
体
的
な
障
害
（
血
行
不
全
、
高
血
圧
症
に
よ
る
）
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
に
申
し
立
て
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
は
、

一
九
八
六
年
に
、
彼
女
の
夫
の
死
亡
の
あ
と
で
、
彼
女
の
居
住
地
を
Ｒ
か
ら
Ｐ
に
移
し
た
。
と
い
う
の
は
、
被
告
の
娘
が
そ
こ
に
居
住
す
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
被
告
の
娘
の
自
宅
に
お
い
て
、
居
場
所
は
被
告
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
間
に
、
被
告
は
、
Ｐ
に
お
い
て
、
被
告
が

手
離
し
た
く
な
い
と
こ
ろ
の
交
際
範
囲
を
築
い
た
。
Ｐ
に
居
住
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
被
告
の
か
か
り
つ
け
の
医
者
は
、
毎
週
被
告
を
往
診
し
た
。
被

告
は
、
な
お
、
杖
の
助
け
を
も
っ
て
の
み
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
な
い
し
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
周
辺
地
域
に
、
パ
ン
屋
を
備

え
た
食
料
品
店
、
二
つ
の
肉
屋
、
郵
便
局
、
お
よ
び
、
貯
蓄
銀
行
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
は
、
な
お
、
自
炊
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

Ｐ
に
は
、
被
告
の
亡
く
な
っ
た
夫
の
移
し
か
え
ら
れ
た
墓
も
あ
っ
た
。
Ｐ
に
お
け
る
本
件
住
居
の
立
地
条
件
に
も
と
づ
い
て
、
被
告
は
、
職
業
に
従

事
し
て
い
な
い
被
告
の
娘
に
よ
る
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
被
告
は
、
範
囲
の
広
い
探
索
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｐ
に
お
い
て
、
そ

の
ほ
か
の
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
五
）
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区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
本
件
訴
え
は
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

被
告
は
、
期
間
の
定
め
な
く
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

・
・
・
・
・
・
・
・

　

被
告
の
異
議
は
、
一
九
九
〇
年
五
月
に
、
適
時
に
表
明
さ
れ
た
。
賃
貸
人
と
賃
借
人
と
の
あ
い
だ
の
利
益
の
比
較
衡
量
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
に
行
き
着
い
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
は
じ
め
に
、「
そ
の
際
、
賃
貸
人
ら
の
利
益
は
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と

い
う
の
は
、
賃
貸
人
ら
の
利
益
は
、
本
件
解
約
告
知
の
書
面
に
お
い
て
も
、
本
件
訴
訟
に
お
い
て
も
、
申
し
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」、

と
論
じ
た
。

　

さ
ら
に
、
区
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
被
告
（
賃
借
人
）
の
高
齢
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
的
な
障
害
と
と
も
に
、
賃
借
人

の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
強
度
の
定
着
と
い
う
利
益
を
考
慮
に
入
れ
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
も
っ
ぱ
ら
高
齢

4

4

4

4

4

4

（4・

八
一
歳

4

4

4

）4・

だ
け
で

4

4

4

、4・

そ
の
異
議
を
十
分
に
な
お
正
当
化
す
る
わ
け
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
し
か
し

4

4

4

、4・

高
齢
は

4

4

4

、4・

身
体
的
な
障
害

4

4

4

4

4

4

、4・

お
よ

4

4

び4

、4・

周
辺
の
地
域
に
お
け
る
強
度
の
定
着
と
結
び
つ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
期
間
の
定
め
の
な
い
延
長
に
行
き
着
く
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
原4

告
ら
の
側
か
ら

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
の
身
体
的
な
侵
害
は
否
認
さ
れ
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
一
般
的
に
、
こ
の
よ
う
な
年
齢
の
人
々
が
、
同
じ
よ
う
な
苦
痛
を
も
つ
の
か
ど

う
か
と
い
う
点
は
、
未
決
定
の
ま
ま
で
あ
り
う
る
。
身
体
的
な
能
力
の
衰
え
は
、
他
の
人
々
も
ま
た
そ
れ
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

わ
ず
か
に
注
目
す
べ
き
も
の
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

被
告
が
Ｒ
か
ら
Ｐ
へ
の
転
居
に
よ
っ
て
自
分
自
身
で
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
た
し
、
そ
の
理
由
か
ら
引
き
続
い
て
の
転
居
が
被
告
に
要
求
で
き
る
こ

（
1031
）

（
1032
）
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と
も
ま
た
、
被
告
に
負
担
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
よ
り
高
齢
の
人
々
の
生
活
領
域
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

彼
ら
の
制
限
さ
れ
た
行
動
範
囲
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
場
所
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

よ
り
近
い
周
辺
の
地
域
に
よ
っ
て
も
影
響
を
及
ぼ
さ
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
特
に

4

4

、4・

よ
り
高
齢
の
人
々
が
な
お
自
分
自
身
で
そ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
所
帯
を
き
り
も
り
す
る
場
合

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

商
店
等
々
に
容
易
に
到
達
し
う
る
こ
と
と
い
う
問
題
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

重
大
な
意
義
が
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

・
・
・
・
Ｐ
の
よ
う
な
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、
構
造
上
、
制
限
さ
れ
た
住
居
市
場
だ
け
が
意
の
ま
ま
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
住
居
の
欠
乏
と

い
う
一
般
的
な
問
題
は
、
こ
こ
で
、
強
め
ら
れ
て
表
面
化
す
る
。
原
告
ら
も
ま
た
・
・
・
・
意
の
ま
ま
に
な
る
住
居
を
挙
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ほ
か
の
地
方
自
治
体
に
転
居
す
る
こ
と
は
、
当
裁
判
所
に
は
要
求
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
被
告
は

4

4

4

、4・

彼
女
の
娘
の
居
住
地
で
あ
る
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
う
理
由
で

4

4

4

4

4

（4・

さ
ま
ざ
ま
な
援
助
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
理
由
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

）4・
、4・

Ｐ
を
選
ん
だ

4

4

4

4

4

。
被
告
は

4

4

4

、4・

彼
女
の
夫
の
墓
を
も
Ｐ
へ
移
し
か
え
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

第
四
に
、
ケ
ル
ペ
ン
区
裁
判
所
一
九
九
一
年
四
月
一
二
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

188
】
ケ
ル
ペ
ン
区
裁
判
所
一
九
九
一
年
四
月
一
二
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

ほ
と
ん
ど
八
四
歳
で
あ
っ
た
被
告
（
賃
借
人
）・
一
は
、
一
九
七
二
年
八
月
一
日
以
来
、
賃
借
人
と
し
て
、
本
件
建
物
に
居
住
し
て
い
た
。
本
件

建
物
に
は
、
そ
れ
に
加
え
て
、
被
告
・
一
の
息
子
で
あ
る
被
告
・
二
が
居
住
し
て
い
た
。
原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
所
有
権
者
と
し
て
登
記
さ
れ
た
あ

と
で
、
一
九
九
〇
年
七
月
二
七
日
に
被
告
・
一
に
到
達
し
た
と
こ
ろ
の
書
面
を
も
っ
て
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
一
九
九
一
年
七
月
三
一

日
付
で
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。

（
1033
）

（
1034
）
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原
告
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
原
告
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
彼
女
の
夫
と
息
子
と
と
も
に
、
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
の
住

居
に
お
い
て
、
使
用
賃
貸
借
で
生
活
し
て
い
た
。
原
告
は
、
被
告
ら
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
本
件
建
物
を
、
自
分
自
身
の
建
物
の
快
適
と
居
住
の
便

利
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
取
得
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
原
告
は
、
今
後
、
彼
女
の
一
七
歳
の
息
子
を
顧
慮
し
て
も
、
よ
り
以
上
の
住

居
を
意
の
ま
ま
に
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
原
告
の
家
族
は
、
人
的
な
理
由
か
ら
、
そ
の
居
住
地
域
と
も
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
本
件
土

地
・
建
物
の
取
得
の
と
き
に
、
原
告
は
、
本
件
建
物
に
入
居
す
る
こ
と
が
近
い
う
ち
に
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
と
い
う
の
は
、
す
で
に
、

本
件
建
物
の
前
の
所
有
者
が
解
約
告
知
し
た
し
、
明
渡
訴
訟
が
係
属
中
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
原
告
の
利
益
は
、
優
先
に
値
し
た
。
被
告
ら
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ほ
か
の
階
層
は
む
だ
に
空
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
本
件
建
物
の
ひ
と
つ
の
階
層
に
だ
け
居
住
し
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、

一
九
九
〇
年
四
月
の
は
じ
め
か
ら
、
被
告
・
一
は
、
主
と
し
て
、
Ｋ
に
存
在
す
る
別
の
建
物
に
お
い
て
生
活
し
て
い
た
。
被
告
・
一
は
、
そ
の
う
え

さ
ら
に
、
一
九
九
〇
年
八
月
ま
で
、
恒
常
的
に
そ
こ
に
居
住
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
転
居
す
る
こ
と
は
、
そ
の
他
の
点
で
は
き
わ
め
て
壮
健
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
被
告
・
一
の
高
齢
の
た
め
に
不
成
功
に
終
わ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
原
告
は
、
被
告
ら
が
本
件
建
物
に
と

ど
ま
り
続
け
る
こ
と
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
相
当
な
経
済
的
な
負
担
を
長
い
間
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
確
か
に
、
原
告
は
、
自
己
必
要
を
理
由
と
し
て
、
本
件
解
約
告
知
に
つ
い
て
正
当
な
利
益
を
有
す
る
か
も
し
れ

な
い
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
）。
し
か
し
、
被
告
・
一
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
、
三
項
二
文
に
し
た
が
っ
て
、
期
間
の
定
め
な
く
、

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
は
、
被
告
・
一
に
と
っ
て
、
原
告
の

利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

（
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）
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そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
八
四
歳
の
被
告
（
賃
借
人
）・
一
が
、
ほ
と
ん
ど
一
九
年
本
件

建
物
に
居
住
し
、
本
件
建
物
、
お
よ
び
、
よ
り
近
い
周
辺
の
地
域
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
重
要
視
し
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
肯

定
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
両
方
の
側
の
利
益
の
比
較
衡
量
に
と
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
被
告
・
一
の
高
齢
だ
け
が
決
定
的
で
あ
る
。
被
告

4

4

・4・

一
が

4

4

、4・

ほ
と
ん
ど
一
九
年

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被4

告4

・4・

一
に
よ
っ
て
賃
借
さ
れ
た
本
件
建
物
に
お
い
て
生
活
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

ほ
ん
の
数
ヶ
月
の
う
ち
に
八
四
歳
を
完
結
す
る
あ
と
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

原
告
の
自
己
必
要
に
つ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
て
の
利
益
を
有
利
に
扱
う
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

考
慮
に
値
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
・
一
が
彼
女
の
高
齢
の
ほ
か
に
健
康
的
な
理
由
か
ら
も
転
居
を
自
力
で
や
っ

て
の
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
こ
と
な
し
に
、
す
で
に

4

4

4

、4・

相
当
な
居
住
期
間
と
高
齢
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

な
お
新
た
な
住

4

4

4

4

4

4

居
を
探
す
こ
と
を
被
告

4

4

4

4

4

4

4

4

4

・4・

一
に
要
求
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
被
告

4

4

・4・

一
が
彼
女
の
現
在
の
本
件
住
居
に
お
い
て
最
近
の
一
九
年
を
使

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

い
果
た
し
た
あ
と
で

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告

4

4

・4・

一
は
、
彼
女
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
本
件
建
物

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

よ
り
近
い
周
辺
の
地
域
に
定
着
し
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
八
四
歳

4

4

4

と
い
う
被
告

4

4

4

4

4

・4・

一
の
高
齢
は

4

4

4

4

4

、4・

す
べ
て
の
人
生
経
験
に
し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

新
た
な
住
居
に
お
い
て
な
お
勝
手
が
わ
か
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
晩
年
を
楽
し
む
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
被
告
・
一
に
不
可
能
に
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
原
告
は
被
告
・
一
に
よ
る
本
件
建
物
の
継
続
さ
れ
た
利
用
に
お
い
て
原
告
の
経
済
的
な
任
意
の
処
理
を
新
た
に
熟

考
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
て
い
る
︱
こ
れ
は
本
件
建
物
の
取
得
の
時
点
に
お
い
て
全
く
予
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︱
か
も
し
れ
な
い
の
に

対
し
て
、
被
告

4

4

・4・

一
の
熟
知
し
て
い
る
周
辺
の
地
域
か
ら
の
強
制
さ
れ
た
引
払
い
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

人
生
の
幸
福
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
が
被
告

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

・4・

一
か

4

4

ら
取
り
去
ら
れ
る
だ
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告

4

4

・4・

一
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
た
年
齢
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

強
制
さ
れ
た
引
払
い
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
生
活
の
切
替
え
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

な4

お4

、4・

ほ
と
ん
ど

4

4

4

4

、4・

自
力
で
や
っ
て
の
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
に
対
し
て
、
原
告
の
利
益
は
、
後
方
に
退
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
五
）
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被
告
・
一
が
一
九
九
〇
年
四
月
か
ら
主
と
し
て
Ｋ
に
存
在
す
る
別
の
建
物
に
居
住
し
た
と
い
う
原
告
の
主
張
は
、
ほ
か
の
評
価
を
正
当
化
し
な
か
っ

た
。
時
々
親
族
を
訪
問
す
る
こ
と
は
、
被
告
・
一
に
拒
絶
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
に
、
そ
の
訪
問
の
期
間
を
定
め
る
こ
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
、

被
告
・
一
と
彼
女
の
親
族
の
権
限
に
属
し
た
。
そ
の
生
活
関
係
の
相
当
な
変
更
は
、
よ
り
長
い
訪
問
と
さ
え
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
特

に
、
そ
の
生
活
関
係
の
相
当
な
変
更
は
、
そ
れ
が
そ
の
と
き
存
在
す
る
な
ら
ば
、
自
由
意
思
か
ら
出
た
決
心
に
も
と
づ
い
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
強
制
さ
れ
た
引
払
い
は
、
何
か
完
全
に
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
被
告
・
一
が
一
九
九
〇
年
八
月
ま
で
の
期
間
に
お
い

て
そ
の
う
え
さ
ら
に
恒
常
的
に
Ｋ
に
存
在
す
る
別
の
建
物
に
居
住
し
た
と
い
う
原
告
の
な
お
こ
れ
以
上
の
主
張
は
、
正
し
い
と
信
じ
ら
れ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

な
お
、
控
訴
審
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
区
裁
判
所
の
判
決
理
由
に
し
た
が
っ
た
。

　

第
五
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
四
月
二
六
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

189
】
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
四
月
二
六
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
一
九
八
九
年
六
月
二
八
日
の
本
件
解
約
告
知
に
よ
っ
て
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
六
月
三
〇
日
付
で
、

被
告
（
賃
借
人
）
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解

（
1036
）

（
1037
）

（
1038
）
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約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
期
間
の
定
め
の
な
い
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
し
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
は
、
原
告
で
あ
っ
た
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
許
容
し
う
る
本
件
控
訴
は
・
・
・
・
成
果
が
な
か
っ
た
。

　

本
件
訴
え
は
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

区
裁
判
所
が
そ
の
判
決
に
お
い
て
的
確
に
述
べ
た
よ
う
に
、
確
か
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
有
効
で
あ
る
と
こ
ろ
の

一
九
八
九
年
六
月
二
八
日
の
本
件
解
約
告
知
は
、
一
九
九
〇
年
六
月
三
〇
日
付
で
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
終
了
さ
せ
た
。
し
か
し
、
本
件
使
用

賃
貸
借
関
係
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
三
項
に
し
た
が
っ
て
、
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

当
部
は
、
本
件
解
約
告
知
の
有
効
性
の
問
題
、
お
よ
び
、
原
告
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終

了
の
と
き
に
被
告
に
と
っ
て
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
事
情
の
評
価
と
考
慮
を
顧
慮
し
て
、
区
裁
判
所
の
判
決
の
的
確
な
理
由
に
し
た
が
う
。

控
訴
審
に
お
け
る
原
告
の
論
述
は
、
区
裁
判
所
の
判
決
を
変
更
す
る
動
機
を
、
当
部
に
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
ま
ず
、「
も
っ
ぱ
ら
一
方
の
使
用
賃
貸
借
当
事
者
の
高
齢
だ
け
で
苛
酷
さ
に
つ
い
て
の
理
由
を
受

け
入
れ
る
の
に
十
分
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
、
未
決
定
の
ま
ま
で
あ
り
う
る
。
こ
の
点
で
は
す
で
に
、
ど
の
よ
う
な
時
点
か
ら
高
齢
に
つ

い
て
語
ら
れ
う
る
の
か
と
い
う
点
は
、
不
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
た
と
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
平
均
的
な
寿
命
だ
け
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
と
き
、
女
性
と
男
性
の
平
均
寿
命
と
の
間
で
も
区
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
地
域
的
な
相
違
も
考
慮

に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
当
部
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
高
齢
と
い
う
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事
情
だ
け
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」、
と
論
じ
た
。

　

次
に
、
地
方
裁
判
所
は
、「
さ
ら
に
・
・
・
・
長
い
居
住
期
間
か
ら
苛
酷
さ
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
長
い
居
住
期

間
が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
期
間
の
長
さ
の
点
で
の
問
題
も
ま
た
、
立
て
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
な
お
活
動
的
に
職
業
生
活
に
勤

め
て
い
る
五
五
歳
の
使
用
賃
貸
借
当
事
者
に
お
い
て
、
三
五
年
以
来
存
続
す
る
使
用
賃
貸
借
関
係
が
存
在
し
う
る
。
そ
の
と
き
に
・
・
・
・
確
か
に
、

長
い
居
住
期
間
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
な
お
、
高
齢
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
理
由
か
ら
、
苛
酷
さ
は

否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」、
と
論
じ
た
。

　

そ
の
う
え
で
、
地
方
裁
判
所
は
、「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
の
存
在
の
た
め
に
は
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の
見
解
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し
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齢
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病
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よ
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」、
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
こ
の
点
を
敷
衍
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
長
い
居
住
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間
と
関
連
し
た
高
齢
か
ら
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被
告
は

4
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4

、4・

高
齢
に
達
し
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あ
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長
い
居

4

4

4

住
期
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ら
れ
て
い
る
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。
こ
れ
ら
の
事
実
に
か
ん
が
み
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

当
部
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
対
立
す
る
利
益
の
比
較
衡
量
の
と
き
に

4
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4

4
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4

4

4

、4・

全
く
格

4

4

4

別
な
意
義
を
獲
得
す
る
と
こ
ろ
の
現
在
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
定
着
が
存
在
す
る
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4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
で
は
、
提
出
さ
れ
た
医
師
の
診
断
書
に
も
と
づ
い
て
、
そ
こ
な
わ
れ
た
被
告
の
健
康
に
決
定
的
な
重
要
さ
が
当
然
与
え
ら
れ
る
の
か
ど
う

か
と
い
う
点
は
、
未
決
定
の
ま
ま
で
あ
り
う
る
。・
・
・
・

　

ま
た
、
被
告
が
、
原
告
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
住
居
へ
の
転
居
に
つ
い
て
の
原
告
の
申
出
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
、
被
告
に
と
っ

て
不
利
益
に
な
る
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
住
居
は
、
ほ
か
の
市
区
に
存
在
し
、
そ
の
理
由
か
ら
、
被
告
の
定
着
の
た
め

に
、
考
慮
に
値
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
筋
の
通
り
、
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
原
告
の
自
己
使
用
に
つ
い
て
の
利
益
は
、

後
順
位
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

第
六
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
九
五
年
五
月
一
八
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

190
】
ハ
ン
ブ
ル
ク
地
方
裁
判
所
一
九
九
五
年
五
月
一
八
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

今
や
七
四
歳
の
被
告
は
、
一
九
六
三
年
一
一
月
一
日
以
来
、
本
件
建
物
の
二
階
に
所
在
す
る
本
件
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
。
本
件
住
居
は
、
四
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つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
、
九
三
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
で
あ
っ
た
。
被
告
（
賃
借
人
）
は
、
一
九
六
三
年
に
、
そ
の
間
に
死
亡
し
た
彼
女
の
夫
、

お
よ
び
、
当
時
未
成
年
の
彼
ら
の
二
人
の
子
供
ら
と
と
も
に
、
本
件
住
居
に
入
居
し
た
。
被
告
の
夫
は
、
上
級
の
行
政
事
務
職
員
で
あ
っ
た
。
彼
ら

の
子
供
ら
は
、
一
九
七
一
年
も
し
く
は
一
九
七
七
年
ま
で
本
件
住
居
で
生
活
し
た
。
被
告
の
姑
も
ま
た
、
本
件
住
居
に
入
居
し
、
一
九
七
四
年
に
死

亡
す
る
ま
で
、
本
件
住
居
で
生
活
し
た
。

　

一
九
八
三
年
一
月
一
八
日
に
、
本
件
住
居
に
つ
い
て
、
住
居
所
有
権
が
設
定
さ
れ
た
。
本
件
住
居
（
住
居
所
有
権
）
の
所
有
者
は
変
遷
し
た
後
、

原
告
（
賃
貸
人
）
が
、
本
件
住
居
に
つ
い
て
の
所
有
権
を
取
得
し
、
一
九
九
三
年
九
月
二
〇
日
に
登
記
簿
に
登
記
さ
れ
た
。
原
告
は
、
一
九
九
三
年

一
〇
月
二
八
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
三
一
日
付
で
、
被
告
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を

解
約
告
知
し
た
。
そ
の
書
面
に
お
い
て
、
原
告
は
、
彼
女
の
婚
約
者
と
と
も
に
家
族
を
構
え
、
そ
の
た
め
に
被
告
の
本
件
住
居
に
入
居
す
る
こ
と
を

意
図
し
た
、
と
説
明
し
た
。

　

一
九
六
五
年
に
チ
リ
で
生
ま
れ
た
原
告
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
成
長
し
た
。
原
告
は
、
お
よ
そ
四
年
半
前
ま
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
彼
女
の
両

親
の
列
状
住
宅
に
所
在
す
る
ひ
と
つ
の
部
屋
に
居
住
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
原
告
は
、
ル
フ
ト
ハ
ン
ザ
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
に
な
っ
た
が
、
そ
の
理
由

か
ら
、
雇
用
者
の
願
望
に
も
と
づ
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
正
式
の
住
所
を
受
け
入
れ
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
原
告
は
、
ル
フ
ト
ハ
ン
ザ

の
も
と
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
空
港
に
お
い
て
、
地
上
の
職
場
を
獲
得
し
た
。
原
告
は
、
一
時
的
に
、
再
び
、
彼
女
の
両
親
の
も
と
に
居
住
し
た
。
原
告

は
、
Ｈ
氏
と
婚
約
し
た
が
、
一
九
九
四
年
一
一
月
に
、
彼
の
子
供
を
待
ち
望
ん
で
い
た
（
予
定
期
日
は
一
九
九
四
年
一
一
月
二
九
日
で
あ
っ
た
）。

Ｈ
氏
は
、
第
一
次
法
学
国
家
試
験
を
上
首
尾
に
完
了
し
、
か
け
出
し
の
法
学
の
試
補
見
習
で
あ
り
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
商
業
的
に
、
住
宅
金
融
金
庫

の
区
域
の
長
の
た
め
に
働
い
て
い
た
し
、
仲
介
業
者
の
仕
事
も
そ
れ
に
属
し
た
。
Ｈ
氏
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
、
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
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の
住
居
に
居
住
し
た
。
原
告
は
、
一
九
九
四
年
五
月
二
三
日
付
の
書
面
を
も
っ
て
、
本
件
住
居
の
自
己
使
用
に
つ
い
て
の
原
告
の
「
正
当
な
利
益
」

を
理
由
づ
け
た
と
こ
ろ
の
本
件
解
約
告
知
の
主
張
以
来
生
じ
た
こ
れ
以
外
の
事
情
、
特
に
、
原
告
の
妊
娠
お
よ
び
原
告
の
職
場
を
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
移

し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
一
九
九
四
年
七
月
の
本
件
住
居
の
検
分
の
機
会
に
、
原
告
の
婚
約
者
に
、
被
告
が
一
九
九
四
年
一
〇
月
三
一
日
付
で

本
件
住
居
を
明
け
渡
す
つ
も
り
で
は
な
い
こ
と
を
最
終
的
に
知
ら
せ
た
が
、
一
九
九
四
年
八
月
八
日
付
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
賃
借
人
協
会
の
書
面
を
も
っ

て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

原
告
は
、
彼
女
に
よ
っ
て
意
思
表
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
本
件
解
約
告
知
は
彼
女
の
「
自
己
必
要
」
に
も
と
づ
い
て
有
効

で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
彼
女
の
婚
約
者
と
待
ち
望
ま
れ
た
子
供
と
と
も
に
家
族
と
し
て
同
居
す
る
た
め
の
ほ
か
の
具
体
的
な
可

能
性
を
も
た
な
か
っ
た
。
来
る
四
年
の
う
ち
に
、
原
告
の
婚
約
者
は
彼
の
試
補
見
習
を
終
了
す
る
の
に
対
し
て
、
原
告
は
、
彼
女
の
子
供
の
面
倒
を

見
る
た
め
に
、
養
育
休
暇
を
取
る
つ
も
り
で
あ
る
。
原
告
ら
は
、
原
告
の
婚
約
者
の
試
補
見
習
の
給
与
と
商
業
的
な
副
業
か
ら
の
僅
少
な
追
加
収
入

に
よ
っ
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
住
居
の
自
己
使
用
に
対
す
る
現
実
的
な
選
択
肢
は
、
原
告
ら
に
残
ら
な
か
っ
た
。

原
告
ら
の
両
親
の
も
と
に
居
住
す
る
こ
と
も
ま
た
、
原
告
ら
に
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
原
告
は
、
そ
こ
で
、
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル
の

広
さ
の
部
屋
だ
け
を
使
え
る
か
ら
で
あ
る
。
原
告
の
二
一
歳
の
兄
弟
は
、
薬
物
中
毒
で
あ
り
、
彼
の
卒
業
資
格
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
原
告
の
兄

弟
も
ま
た
、
た
ぶ
ん
、
な
お
よ
り
長
く
一
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
の
両
親
の
列
状
住
宅
に
居
住
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
理
由
か
ら
、
原
告
の
両
親

は
、
さ
ら
に
Ｈ
氏
を
も
自
分
ら
の
も
と
に
受
け
入
れ
る
心
構
え
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
Ｈ
氏
の
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
の
住
居
は
、
同
じ
く
、

そ
こ
で
カ
ッ
プ
ル
と
し
て
子
供
と
と
も
に
生
活
す
る
た
め
に
不
適
当
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
転
居
す
る
こ
と
は
、
被
告
に
要
求
さ
れ
る
こ
と

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
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の
比
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が
で
き
た
。
と
い
う
の
は
、
被
告
は
、
少
な
く
と
も
二
五
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
国
家
の
年
金
を
受
け
取
り
、
適
応
力
の
あ
る
、
柔
軟
な
人
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
被
告
は
、
身
体
的
・
精
神
的
に
完
全
に
好
調
で
あ
り
、
旅
行
し
、
車
を
運
転
し
た
し
、
転
居
す
る
こ
と
が
被
告
に
可
能
で
な
い
よ
う

に
そ
の
地
域
に
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
は
、
本
件
解
約
告
知
は
す
で
に
法
的
な
理
由
か
ら
許
容
で
き
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
本
件
解
約
告

知
は
社
会
的
条
項
の
た
め
に
不
成
功
に
終
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
件
住
居
か
ら
の
引
払
い
は
、
被
告
に
要
求
で
き
な
か
っ
た
。
被
告
は
、
被
告
の

家
族
に
つ
い
て
の
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
思
い
出
と
被
告
の
生
活
が
し
み
つ
い
て
い
た
と
こ
ろ
の
本
件
住
居
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
は
、
原
告
で
あ
っ
た
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
区
裁
判
所
は
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
、
正
当
な
こ
と
に
、
か
つ
、
的
確
な
理
由
づ
け
を
も
っ
て
棄
却
し
、

当
事
者
の
間
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
こ
れ
ま
で
の
条
件
で
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

　

一
九
九
三
年
一
〇
月
二
八
日
付
の
原
告
の
・
・
・
・
書
面
を
も
っ
て
意
思
表
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
自
己
必
要
を
理
由
と
す
る
本
件
使
用
賃
貸
借
関

係
の
本
件
解
約
告
知
は
、
確
か
に
・
・
・
・
形
式
的
・
実
体
的
な
観
点
に
お
い
て
有
効
で
あ
っ
た
。・
・
・
・
原
告
は
・
・
・
・
彼
女
の
両
親
の
も

と
で
は
な
く
・
・
・
・
彼
女
の
婚
約
者
、
す
な
わ
ち
、
証
人
・
Ｈ
氏
と
と
も
に
、
そ
の
婚
約
者
の
ひ
と
つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
住
居
に
生

活
し
て
い
た
こ
と
を
信
ず
べ
く
説
明
し
た
。・
・
・
・
原
告
の
婚
約
者
は
、
そ
こ
に
す
で
に
五
年
以
来
居
住
し
た
し
、
こ
れ
以
外
の
住
居
を
も
た
な
か
っ

た
。

　

し
か
し
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
契
約
に
し
た
が
っ
た
終
了
は
・
・
・
・
当
部
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
も
、
被
告
に
と
っ
て
、
原
告
の
正
当
な

 

西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
五
七
巻
　
　
第
一
号
（
二
〇
二
四
年
　
八
月
）

141



利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
）」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
が
逃
亡
と
放
逐
の
歴
史
の
あ
と
で
本
件
住
居
を
獲
得
し
本
件
住
居
に
定
着
し
た

の
で
あ
り
、
本
件
住
居
は
、
賃
借
人
に
と
っ
て
、「
わ
が
家
」
で
あ
り
、「
生
活
の
中
心
点
」
で
あ
り
、「
人
生
」
で
あ
る
の
で
あ
り
、
本
件
住
居
を

明
け
渡
す
こ
と
は
、
高
齢
に
よ
っ
て
明
確
に
影
響
を
与
え
ら
れ
た
賃
借
人
の
現
在
の
状
況
に
お
い
て
、「
五
〇
年
前
の
放
逐
の
打
撃
を
苛
酷
さ
に
つ

い
て
な
お
凌
駕
す
る
と
こ
ろ
の
運
命
の
打
撃
で
あ
る
と
賃
借
人
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
」
こ
と
を
重
要
視
し
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」

を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な
詳
細
な
論
述
で
あ
っ
た
。

　
「
被
告
は
、
現
在
七
四
歳
で
あ
っ
た
。
被
告
は
、
キ
ュ
ス
ト
リ
ン
で
生
ま
れ
、
そ
こ
で
一
九
四
五
年
ま
で
生
活
し
た
。
ソ
ビ
エ
ト
軍
の
前
で
、
被

告
は
、
ま
ず
第
一
に
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
に
逃
亡
し
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
も
占
領
さ
れ
た
あ
と
で
、
再
び
、
キ
ュ
ス
ト
リ
ン
に
戻
っ
た
。
被
告
は
、

そ
れ
か
ら
、
キ
ュ
ス
ト
リ
ン
か
ら
放
逐
さ
れ
、
お
よ
そ
一
年
、
オ
ー
デ
ル
ブ
ル
フ
に
と
ど
ま
っ
た
。
続
い
て
、
被
告
は
、
そ
こ
か
ら
追
い
立
て
ら
れ
、

一
九
五
一
年
ま
で
、
ノ
イ
ル
ピ
ー
ン
に
お
い
て
生
活
し
た
。
ノ
イ
ル
ピ
ー
ン
に
お
い
て
、
一
九
四
八
年
と
一
九
五
〇
年
に
、
被
告
の
娘
ら
が
生
ま
れ

た
。
一
九
五
一
年
に
、
被
告
の
家
族
は
、
い
わ
ゆ
る
緑
の
境
界
（G

rü
ne G

ren
ze

）
を
越
え
て
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
移
り
住
み
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
、

一
九
六
一
年
に
職
員
住
居
と
し
て
本
件
住
居
を
割
り
当
て
ら
れ
る
ま
で
、
か
つ
て
の
孤
児
院
の
建
物
に
所
在
し
た
ひ
と
つ
の
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た
住
居
に
お
い
て
生
活
し
た
。

　

被
告
は

4

4

4

・
・
・
・
当
時
、
彼
女
の
家
族
と
と
も
に
、
逃
亡
と
放
逐
の
あ
と
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

自
由
ハ
ン
ザ
都
市
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
市
政
府
か
ら
被
告
に
委
譲
さ
れ
た

本
件
住
居
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
被
告
は

4

4

4

、4・

本
件
住
居
で
よ
う
や
く
再
び
根
を
お
ろ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

本4

件
住
居
に
定
着
も
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
本
件
住
居
か
ら
再
び
移
動
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
に
と
っ
て
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

（
1045
）
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被
告
は
、
本
件
住
居
に
お
い
て
、
彼
女
の
二
人
の
娘
ら
を
育
て
上
げ
た
。
被
告
は
、
本
件
住
居
に
お
い
て
、
数
年
を
超
え
て
、
重
い
癌
に
か
か
っ

て
い
た
夫
の
世
話
を
し
た
。
被
告
は
、
本
件
住
居
で
彼
女
の
母
親
を
も
そ
の
死
亡
ま
で
面
倒
を
み
た
。

　

本
件
住
居
は

4

4

4

4

4

・
・
・
・
逃
亡
と
放
逐
の
あ
と
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
の
新
た
な
わ
が
家
と
な
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
こ
に
、
同
じ
く
一
九
六
一
年
に
入
居
を
命
じ
ら
れ
、
ハ

ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
再
出
発
以
来
被
告
を
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
人
々
が
生
活
し
て
お
り
、
被
告
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
に
対
し
て
、
ゆ
る
い
強
い
ら

れ
な
い
つ
な
が
り
を
維
持
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
人
々
か
ら
援
助
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
周
辺
の
地
域
に
は
・
・
・
・
特

に
、
教
会
、
薬
局
、
お
よ
び
、
公
共
図
書
館
が
あ
っ
た
。
本
件
住
居
は

4

4

4

4

4

・
・
・
・
被
告
の
生
活
の
中
心
点
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
は

4

4

4

、4・

本
件
住
居
を
獲
得

4

4

4

4

4

4

4

し
た
一
九
六
一
年
の
幸
運
を
何
度
か
信
ず
べ
く
言
葉
に
表
現
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
、
確
か
に
、
被
告
の
娘
ら
、
特
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク

に
生
活
す
る
娘
と
そ
の
子
供
ら
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
ま
た
何
ひ
と
つ
よ
り
多
く
の
も
の
を
も
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
被
告
に
と
っ
て
、
本
件
住
居

4

4

4

4

は4

、4・

被
告
の
人
生
で
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
は
、
経
済
的
に
使
わ
ず
に
残
す
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
を
本
件
住
居
に
つ
ぎ
こ
ん
だ
。
被
告

が
本
件
住
居
を
明
け
渡
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
を
心
に
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
被
告
を
支
え
た
と
こ
ろ
の
被
告
の
隣
人
ら
と
全

く
同
様
に
、
被
告
は

4

4

4

、4・

本
件
建
物
か
ら
離
れ
ら
れ
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
の
娘
ら
と
孫
ら
は
、
本
件
住
居
へ
来
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
週
末
の
間
本
件
住

居
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
で
き
た
。
特
に
、
三
人
の
孫
ら
が
、
お
よ
そ
三
週
間
ご
と
週
末
の
間
喜
ん
で
や
っ
て
来
た
し
、
そ
れ
は
、
被
告
に
と
っ
て
、

ひ
と
つ
の
使
命
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
被
告
は

4

4

4

、4・

全
く
同
様
に
作
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
本
件
建
物
に
残
っ
て
い
る
三
つ
の
住
居
の
な
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
ほ
か
の
ひ
と
つ
の
住
居
へ
の
転
居
を
お
そ
ら
く
ま
さ
し
く
な
お
心
に
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
た
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

し
か
し

4

4

4

、4・

被
告
が
何
ひ
と
つ
扱
う
こ
と
が
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

き
な
い
と
こ
ろ
の
巨
大
な
リ
ビ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
を
備
え
た
隣
接
す
る
建
物
に
所
在
す
る
住
居
へ
の
転
居
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

あ
る
い
は

4

4

4

4

、4・

娘
ら
と

4

4

4

、4・

と
り
わ
け

4

4

4

4

、4・

孫4

ら
が

4

4

、4・

な
お
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
た
め
に
だ
け
訪
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
の
よ
り
狭
い
住
居
へ
の
転
居
を
心
に
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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た4

の
で
あ
る
。

　

本
件
住
居
を
明
け
渡
す
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

・
・
・
・
高
齢
に
よ
っ
て
明
確
に
影
響
を
与
え
ら
れ
た
被
告
の
現
在
の
状
況
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

五
〇
年
前
の
放
逐
の
打

4

4

4

4

4

4

4

4

4

撃
を
苛
酷
さ
に
つ
い
て
な
お
凌
駕
す
る
と
こ
ろ
の
運
命
の
打
撃
で
あ
る
と
被
告
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
は

4

4

4

・
・
・
・
新
た
に
す
べ
て

4

4

4

4

4

4

を
失
い

4

4

4

、4・

高
齢
の
人
と
し
て
ま
さ
に
押
し
の
け
ら
れ
た
こ
と
を
そ
も
そ
も
心
に
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
人
は

4

4

、4・

そ
の
こ
と
を
も
た
ら
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
で
き
な
い
し

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
は

4

4

4

、4・

そ
の
こ
と
を
も
た
ら
す
つ
も
り
が
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
は

4

4

4

、4・

若
い
人
の
よ
う
に

4

4

4

4

4

4

4

、4・

再
び
最
初
か
ら
あ
ら
た
め
て
始
め
る
こ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
も
で
き
な
い

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

当
部
は
、
被
告
か
ら
・
・
・
・
区
裁
判
所
の
裁
判
官
と
全
く
同
様
に
、
被
告
が
、
原
告
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
と
こ
ろ
の
生
気
に
あ
ふ
れ
た
、
人
生

の
可
能
性
を
利
用
し
つ
く
し
、
享
受
す
る
よ
り
高
齢
の
婦
人
の
表
象
に
対
応
す
る
と
い
う
印
象
を
得
な
か
っ
た
。
逆
に
、
被
告
は
・
・
・
・
Ｄ
博
士

の
医
師
の
診
断
書
、
お
よ
び
、
お
そ
ら
く
被
告
自
身
の
判
断
に
も
対
応
し
て
、
む
し
ろ
健
康
的
に
明
確
に
や
つ
れ
た
、
あ
わ
せ
て
み
て
不
安
的
な
、

な
ら
び
に
、
被
告
の
生
命
力
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
年
齢
に
し
た
が
っ
て
期
待
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
り
い
っ
そ
う
制
限
さ
れ
て
い

る
と
い
う
印
象
を
与
え
た
。・
・
・
・
被
告
は
、
も
は
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
外
へ
車
で
行
く
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、
な
お
医
者
に
だ
け
車
で
行
っ
た
。

そ
の
車
は
、
と
り
わ
け
、
講
義
委
嘱
に
も
と
づ
い
て
五
年
前
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
オ
ペ
ル
ン
に
お
い
て
生
活
す
る
被
告
の
娘
に
よ
っ
て
、
彼
女
が
ハ

ン
ブ
ル
ク
に
い
る
と
き
利
用
さ
れ
た
。
か
つ
て
、
被
告
は
、
本
当
に
、
き
わ
め
て
旅
行
好
き
で
あ
っ
た
し
、
常
に
、
旅
行
の
た
め
に
す
べ
て
を
節
約

し
た
。
被
告
は
、
一
〇
年
前
に
、
世
界
旅
行
を
行
っ
た
。
被
告
は
、
一
九
八
六
年
な
い
し
一
九
八
七
年
に
、
東
南
ア
ジ
ア
に
被
告
の
最
後
の
旅
行
を

し
た
。
し
か
し
、
現
在
、
も
は
や
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
。
休
暇
に
お
い
て
は
、
子
供
ら
が
、
被
告
を
休
暇
施
設
に
連
れ
て
行
く
の
で
あ
る
」。

　

地
方
裁
判
所
は
、
右
の
よ
う
に
、
本
判
決
の
判
例
集
の
要
約
に
あ
る
よ
う
に
、「
も
し
若
い
家
族
の
自
己
必
要
が
実
現
さ
れ
る
な
ら
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

高
齢
の

4

4

4

（
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賃
借
人
が
そ
の
生
活
の
中
心
点
を
失
う
だ
ろ
う
場
合
に
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

社
会
的
条
項
の
苛
酷
さ
に
つ
い
て
の
理
由
か
ら
期
間
の
定
め
の
な
い
使
用
賃
貸
借
関
係

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
継
続
が
考
慮
に
値
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

第
七
に
、
事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
ゲ
ラ
地
方
裁
判
所
一
九
九
九
年
五
月
五
日
判
決
は
、
そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
次
の
よ
う

に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
被
告

4

4

（4・

賃
借
人

4

4

4

）4・

が4

、
議
論
の
余
地
も
な
く
、
一
九
三
八
年
以
来

4

4

4

4

4

4

4

、4・

し
た
が
っ
て

4

4

4

4

4

、4・

今
や
六
〇
年
を
超
え
て
以
来

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

本
件
住
居
を
利

4

4

4

4

4

4

用
し

4

4

、4・

そ
の
間
に
七
五
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
ほ
ど
に
長
期
の
利
用
期
間
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
当
部
の
見

解
に
し
た
が
っ
て
、
な
お
こ
れ
以
上
の
説
明
な
し
に
、
被
告
は
本
件
建
物

4

4

4

4

4

4

4

・
・
・
・
に
つ
い
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
出
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
か
っ
た

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

第
八
に
、
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
五
月
四
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

191
】
ベ
ル
リ
ン
地
方
裁
判
所
二
〇
一
〇
年
五
月
四
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

本
件
住
居
に
関
す
る
使
用
賃
貸
借
契
約
は
、
一
九
五
一
年
に
、
原
告
（
賃
貸
人
）
の
前
主
と
Ｂ
夫
婦
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
の
ち
、
本
件
使
用
賃

貸
借
関
係
の
当
事
者
は
、
原
告
と
被
告
（
賃
借
人
）
と
な
っ
た
。
当
初
賃
借
人
で
あ
っ
た
被
告
の
夫
は
、
二
〇
〇
七
年
に
死
亡
し
た
。
原
告
は
、

（
1047
）

（
1048
）

（
1049
）

（
1050
）
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二
〇
〇
七
年
四
月
三
〇
日
に
、
成
人
し
た
彼
女
の
娘
と
そ
の
家
族
の
た
め
に
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係

を
解
約
告
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
住
居
に
三
五
年
を
超
え
て
居
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
被
告
は
、
二
〇
〇
八
年
一
月
一
四
日
付
の
書
面
を

も
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
は
、
原
告
で
あ
っ
た
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
成
人
し
た
娘
と
そ
の
家
族
の
た
め
の
自
己
必
要
に
依
拠
し
た
と
こ
ろ
の
二
〇
〇
七
年
四
月
三
〇
日
の
原

告
の
本
件
解
約
告
知
は
、
確
か
に
、
当
事
者
の
間
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
終
了
さ
せ
る
に
適
当
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
事
者
の
間
の
本
件
使

用
賃
貸
借
関
係
は
、
被
告
の
異
議
に
も
と
づ
い
て
・
・
・
・
正
当
な
こ
と
に
・
・
・
・
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
一
方
に
お
い
て
、「
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
に
つ
い
て
の
原
告
の
正
当
な
利
益
は
、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
五
七
三
条
一
項
、
五
七
三
条
二
項
二
号
に
し
た
が
っ
て
存
在
し
た
」、
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

論
じ
た
。

　
「
原
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三
条
二
項
二
号
の
意
味
に
お
け
る
家
族
構
成
員
の
た
め
に
本
件
住
居
を
必
要
と
し
た
。
と
い
う
の
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
三

条
二
項
二
号
の
意
味
に
お
け
る
家
族
構
成
員
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原
告
の
娘
と
そ
の
家
族
を
包
括
す
る
か
ら
で
あ
る
。
原
告
は
、
彼
女
の
娘
と
そ

の
夫
が
、
そ
の
間
に
そ
の
幼
児
と
一
緒
に
、
本
件
住
居
に
入
居
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
分
自
身
の
娘
と
そ
の
家

族
に
本
件
住
居
を
委
譲
す
る
と
い
う
願
望
は
、
筋
の
通
り
、
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
三
人
の
人
々
を
も
っ

て
意
図
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
本
件
住
居
の
利
用
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
被
告
が
そ
の
間
に
全
く
ひ
と
り
で
本
件
住
居
に
居
住
し
た
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、

（
1051
）

（
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無
分
別
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
住
居
を
、
自
己
、
あ
る
い
は
、
本
件
の
よ
う
に
そ
の
娘
の
た
め
に
利
用
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
所

有
者
の
願
望
は
、
原
則
と
し
て
、
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
告
が
本
件
に
お
い
て
・
・
・
・
証
明
し
た
と
こ
ろ
の
願
望
は
、
そ
の
取
戻
し

に
つ
い
て
の
願
望
の
真
摯
さ
に
も
と
い
づ
い
て
だ
け
審
理
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
願
望
が
権
利
の
濫
用
で
あ
る
の
か
ど
う
か

と
い
う
点
、
あ
る
い
は
、
そ
の
住
居
の
願
望
が
、
賃
貸
人
が
所
有
者
と
し
て
等
価
値
の
住
居
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
別
の
や
り
方
で
満

た
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
理
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
筋
の
通
り
、
あ

と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
自
己
利
用
の
願
望
が
、
本
件
解
約
告
知
の
時
点
に
お
い
て
、
お
よ
び
、
本
件
解
約
告
知
期
間
の
満
了
と
と
も
に
存
在
し
た

こ
と
、
お
よ
び
、
権
利
の
濫
用
性
の
た
め
の
根
拠
、
あ
る
い
は
、
そ
の
居
住
の
必
要
を
別
の
や
り
方
で
同
じ
よ
う
に
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
可
能
性

は
、
本
件
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
出
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

し
か
し
、
地
方
裁
判
所
は
、
他
方
に
お
い
て
、「
被
告
の
異
議
に
も
と
づ
い
て
、
当
事
者
の
間
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
期
間
の
定
め
も
な

く
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
と
い
う
の
は
、
当
部
は
、
被
告
の
個
人
的
な
聴
聞
に
し
た
が
っ
て
、
お
よ
び
、
区
裁
判
所
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
鑑
定
書
、
な
ら
び
に
、
提
出

さ
れ
た
と
こ
ろ
の
二
〇
一
〇
年
三
月
一
五
日
付
の
ご
く
最
近
の
医
師
の
態
度
決
定
を
評
価
し
て
、
次
の
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
被
告
の
個
人
的
な
事
情
は
、
被
告
に
と
っ
て
、
被
告
が
本
件
住
居
を
去
り
、
ほ
か
の
住
居
に
入
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
も
は
や
受

け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
に
行
き
着
く
の
で
あ
り
、
そ
の
苛
酷
さ
は
、
原
告
の
正
当
な
利
益
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
を
も
は
や
正
当
化
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
七
四
条
一
項
）。
被
告
は

4

4

4

、4・

き
わ
め
て
強
く
は
っ
き
り
打

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
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）
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ち
出
さ
れ
た
や
り
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

一
九
七
〇
年
代
以
来
被
告
に
よ
っ
て
居
住
さ
れ
た
本
件
住
居
に
定
着
し
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
当
部
は
、
被
告
が
有
意
義
な
人

4

4

4

4

4

4

4

4

生
の
継
続
を
本
件
住
居
の
維
持
に
従
属
さ
せ
た
の
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

見
通
す
こ
と
の
で
き
る
期
間
の
間
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
被
告
の
現
在
の
精
神
的

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

・4・

健
康
的
な
状
態
が
そ
の
考
え
方
の
変
化
を
予
期
さ
せ
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
に
関
す
る
心
象
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。
被
告
は

4

4

4

、4・

残
っ
た
彼
女
の
生
き

4

4

4

4

4

4

4

4

が
い
を
本
件
住
居
と
結
び
合
わ
せ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
は

4

4

4

、4・

彼
女
の
夫
の
死
後

4

4

4

4

4

4

4

、4・

ほ
と
ん
ど
三
年
前
に

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

明
ら
か
に

4

4

4

4

、4・

彼
女
の
生
き
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

共
同
生
活

4

4

4

4

の
思
い
出
の
保
存

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
夫
を
失
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
悲
し
み

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

本
件
住
居
の
維
持
に
限
定
さ
れ
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
は

4

4

4

、
当
部
の
印
象
に

し
た
が
っ
て
、
被
告
の
人
生
の
た
め
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

自
分
自
身
の
将
来
を
ほ
か
の
住
居
に
お
い
て
と
と
の
え

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
こ
と
を
ま
た
行
う
心
構
え
が
な
い
の
み
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ら
ず

4

4

、4・

そ
の
状
況
に
も
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。・
・
・
・
全
部
の
事
情
の
要
求
さ
れ
た
比
較
衡
量
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
次
の
こ
と

が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
は

4

4

4

、4・

そ
の
間
に
七
三
歳
で
あ
っ
た
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
の
こ
れ
ま
で
の
態
様
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

譲
歩
す

4

4

4

る
能
力
お
よ
び
新
た
な
方
法
を
と
る
能
力
の
場
合
に
よ
っ
て
は
高
齢
の
人
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
進
行
性
の
喪
失
に
か
ん
が
み
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

あ
る
変
化
を
も

4

4

4

4

4

4

は
や
予
期
さ
せ
て
お
か
な
か
っ
た
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

他
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

原
告
の
娘
は

4

4

4

4

4

、4・

若
く

4

4

、4・

彼
女
の
職
業
的
な
活
動
に
か
ん
が
み
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

な
お
相
対
的
に
小
さ
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

子
供
に
も
か
か
わ
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

明
ら
か
に
能
力
の
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

柔
軟
で
あ
る

4

4

4

4

4

こ
と
で
あ
る
。
相
対
的
に
高
い
被
告
の
年
齢
と
い
う
背
景
の
も
と
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
に
対

4

4

4

4

し
て

4

4

、4・

ま
さ
に

4

4

4

、4・

被
告
が

4

4

4

、4・

適
当
な
医
療
措
置

4

4

4

4

4

4

4

、4・

特
に

4

4

、4・

精
神
療
法
の
措
置

4

4

4

4

4

4

4

、4・

も
し
く
は

4

4

4

4

、4・

よ
り
よ
く
調
整
さ
れ
た
投
薬
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

新
た
な
住

4

4

4

4

居
に
お
い
て
も
生
活
す
る
こ
と
を
被
告
に
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
の
状
態
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

と
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被4

告
は

4

4

、4・

す
で
に

4

4

4

、4・

薬
を
飲
ん
で
い
た
が

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
薬
は

4

4

4

4

（4・

被
告
の
生
活
を

4

4

4

4

4

4

）4・

本
件
住
居
に
留
め
る
こ
と
に
関
し
て
あ
る
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

た
こ
と
に
至
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
仮
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
件
住
居
の
喪
失
の
場
合
の
た
め
に
差
し
迫
る
自
殺
傾
向
に
依
拠
す
る
被
告
の
態
様
が
、
あ

る
程
度
の
恐
喝
的
な
要
素
を
は
ら
ん
で
い
る
と
し
て
も
、
当
部
は
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
被
告
の
た
め
の
人
生
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

本
件
住
居
の
喪
失
と
と
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
五
）
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に4

、4・

被
告
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

4

、4・

回
復
不
能
に

4

4

4

4

4

、4・

被
告
の
最
終
的
な
意
味
と
内
容
を
失
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
確
信
し
て
い
た
。
当
部
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
住
居

4

4

4

4

の
喪
失
か
ら
立
ち
直
る
た
め
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
の
知
覚

4

4

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

被
告
の
経
験

4

4

4

4

4

、4・

な
ら
び
に

4

4

4

4

、4・

感
じ
る
こ
と
と
考
え
る
こ
と
を
制
限
す
る
と
い
う
や
り
方

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
お
い
て

4

4

4

4

、4・

永
続
的
に

4

4

4

4

、4・

向
精
神
薬
を
も
っ
て
治
療
さ
れ
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
に
も
は
や
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
本
件
に
お
い
て
認
め

ら
れ
た
状
況
に
お
い
て
、
た
ぶ
ん
時
間
的
に
制
限
さ
れ
た
治
療
可
能
な
精
神
病
か
ら
出
発
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

被
告
が
要
求
で
き
る
や
り
方
と
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
時
間
に
お
い
て
彼
女
の
現
在
の
状
態
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
関
し
て
有
利
な

予
測
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
期
間
の
定
め
な
く
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
場
合
に
、
当
部
は
、
原
告
の
娘
の
た
め
に
代
わ
り
の
解
決
を
見
出
す
こ
と
が
、
原
告
の
個
人
的
な
背
景
の
前
で
、
本
件
住
居
を
失
っ
た
と
き

に
意
義
に
満
た
さ
れ
た
晩
年
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
被
告
に
の
し
か
か
る
よ
り
も
、
比
較
で
き
る
ほ
ど
原
告
に
と
っ
て
よ
り
容
易
で
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
こ
と
を
も
考
慮
に
入
れ
た
の
で
あ
る
」。

　

三　

最
後
に
、
賃
借
人
の
側
の
何
ら
か
の
活
動
に
か
か
わ
る
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
、
結
論
と
し
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が

肯
定
さ
れ
た
事
案
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

①
賃
借
人
の
側
の
職
業
活
動
に
か
か
わ
る
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　

①
に
か
か
わ
る
裁
判
例
と
し
て
、
一
九
六
七
年
一
二
月
二
一
日
に
公
布
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
賃
貸
借
法
の
規
定
の
改
正
に
関
す
る
第
三
次
法
律
」

（
1055
）
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が
妥
当
す
る
以
前
の
裁
判
例
で
あ
る
が
、
ケ
ル
ン
上
級
地
方
裁
判
所
一
九
六
八
年
六
月
二
八
日
決
定
を
み
て
お
き
た
い
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
上
級
地
方
裁
判
所
に
、「
賃
借
人
が
、
解
約
告
知
さ
れ
た
本
件
住
居
に
お
い
て
、
同
時
に
、
理
髪
業
に
専
念
し
、
確
固
た
る
常

連
客
を
今
に
も
失
い
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
は
、
賃
借
人
の
た
め
に
理
由
づ
け
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
」、
と
い
う
法
的
問
題
を
提
出
し
た
。

　

こ
の
法
的
問
題
に
つ
い
て
、
上
級
地
方
裁
判
所
は
、「
・
・
・
・
常
連
客
の
喪
失
が
全
く
苛
酷
さ
に
つ
い
て
の
要
素
を
意
味
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

疑
問

4

4

の
余
地
が
な
い

4

4

4

4

4

4

。・
・
・
・
職
業
上
の
関
係
へ
の
侵
害
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ
た
苛
酷
さ
も
ま
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

社
会
的
条
項
の
適
用
の
た
め
に
考
慮
に
入
れ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

②
賃
借
人
の
側
の
教
育
活
動
に
か
か
わ
る
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　

第
一
に
、
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
地
方
裁
判
所
一
九
六
九
年
一
〇
月
二
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
賃
借
人
の
異
議
は
、
事
柄
に
そ
く
し
て
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
終
了
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
と
そ
の
家
族
に
と
っ
て
痛
烈
な
打
撃
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
被
告
の
家
族
は
、
こ
れ
ま
で
、
夫
婦
、
お
よ
び
、
一
一
歳
の
息
子
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
今
や
、
被
告
の
家
族
は
、
ひ
と
り
の
里
子
、

す
な
わ
ち
、
一
四
歳
の
娘
だ
け
拡
大
さ
れ
て
い
た
。
当
部
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
住
居
の
交
替
は

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
の
二
人
の
就
学
義
務
の
あ
る
子
供
ら
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
1056
）

（
1057
）

（
1058
）

（
1059
）

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
五
）

150151



と
っ
て

4

4

4

、4・

た
ぶ
ん

4

4

4

、4・

そ
れ
と
不
可
避
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
す
べ
て
の
不
利
益
を
と
も
な
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

学
校
の
交
替
の
必
然
性
を
と
も
な
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
学
校
の
交

4

4

4

4

替
は

4

4

、4・

特
に

4

4

、4・

来
年
卒
業
資
格
の
前
に
あ
る
と
こ
ろ
の
被
告
の
里
子
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

　

被
告
の
家
族
に
と
っ
て
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
の
解
消
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
社
会
的
な
苛
酷
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
と
も
に
本
件
使
用
賃

貸
借
関
係
の
継
続
に
つ
い
て
の
被
告
の
利
益
が
後
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
重
要
さ
を
と
も
な
う
原
告
（
賃
貸
人
）
ら
の
正
当
な
自
分

自
身
の
利
益
は
、
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

第
二
に
、
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
区
裁
判
所
一
九
七
〇
年
六
月
一
五
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

192
】
ヴ
ッ
パ
ー
タ
ー
ル
区
裁
判
所
一
九
七
〇
年
六
月
一
五
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
判
例
集
か
ら
読
み
取
れ
る
事
案
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
が
、
賃
料
の
支
払
い
を
遅
滞
し
、
共
同
受
信
ア
ン
テ
ナ
の
料
金
や
建
物
・
土
地
所
有
者
協
会
の
分
担

金
の
支
払
い
を
拒
絶
し
た
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
Ｂ

Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
・
・
・
・
本
件
解
約
告
知
は
、
成
果
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
被
告
ら
は
、
成
果
を
も
っ
て
、
本
件
解

（
1060
）（
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約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
）。
被
告
ら
に
と
っ
て
、
本
件
住
居
の
明
渡
し
は
、
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し

た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
被
告
ら
は

4

4

4

4

、4・

就
学
義
務
が
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

、4・

本
件
住
居
の
近
く
の
学
校
に
通
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
三
人
の
子
供
ら
を
も
っ
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
ほ
ど

4

4

4

4

に
大
き
な
家
族
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

裁
判
所
に
周
知
の
市
場
の
状
況
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

住
居
に
関
し
て

4

4

4

4

4

4

、4・

民
事
訴
訟
法
七
二
一
条
に
し
た
が
っ
て
場
合
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
明
渡
期
間
の
範
囲
内
で
ま
さ
し
く
そ
の
学
校
の
近
く
に
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と
が
被
告
ら
に
う
ま
く
ゆ
く
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。・
・
・
・
転
校
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

本
当
に

4

4

4

、4・

被
告
ら
の
子
供
ら
に
と
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
適
当
で
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

・
・
・
・
こ
の
苛
酷
さ
は
、
原
告
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
原

告
の
正
当
な
利
益
は
認
識
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
件
住
居
を
自
由
に
意
の
ま
ま
に
す
る
と
い
う
原
告
の
意
思
は
、
十
分
な
正
当
な
利
益
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。

　

最
後
に
、
区
裁
判
所
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
二
年
間
だ
け
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論

じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
す
べ
て
の
こ
と
に
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
の
間
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を

こ
れ
ま
で
の
条
件
の
も
と
で
継
続
す
る
こ
と
が
原
告
に
要
求
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
、
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。
こ
の
継
続
の
期
間
は
、
二
年

に
わ
た
る
と
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
子
供
の
多
い
家
族
に
と
っ
て
住
居
市
場
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
困
難
さ
を
考
慮
に
入
れ
て
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

十
分
な
蓋
然
性
を
も
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
の
期
間
の
範
囲
内
で
被
告
ら
の
子
供
ら
が
通
っ
て
い
る
学
校
の
近
く
に
相
当
な
代
替
住
居
を
見
出
す
こ
と
が
被
告
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
1062
）

（
1063
）

住
居
の
賃
貸
借
の
終
了
を
め
ぐ
る
利
益
の
比
較
衡
量
（
十
五
）

152153



に
う
ま
く
ゆ
く
こ
と
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

第
三
に
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
二
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
一
一
月
一
四
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

193
】
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
第
二
地
方
裁
判
所
一
九
九
一
年
一
一
月
一
四
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

原
告
（
賃
貸
人
）
ら
は
、
被
告
（
賃
借
人
）
ら
が
居
住
す
る
本
件
住
居
の
所
有
権
を
取
得
し
た
う
え
で
、「
自
己
必
要
」
を
理
由
と
し
て
、
被
告

ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
ら
は
、
現
在
、
定
期
賃
貸
借
契
約
の
形
で
、
原
告
・
一
の
両
親
が
所
有
す
る
住
居
に
居
住

し
て
い
た
が
、
そ
の
定
期
賃
貸
借
契
約
の
期
間
は
す
で
に
満
了
し
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請

求
し
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
は
、
原
告
ら
で
あ
っ
た
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
も
ま
た
、
結
論
と
し
て
、「
し
た
が
っ
て
、
区
裁
判
所
は
、
そ
の
結
果
に
お
い
て
、
正
当
な
こ
と
に
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
区
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
原
告
ら
の
本
件
控
訴
は
、
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
棄
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
今
後
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
一
九
九
三
年
八
月
三
一
日
ま
で
延
長
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

（
1064
）

（
1065
）
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な
か
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
一
方
に
お
い
て
、「
本
件
賃
貸
住
居
の
賃
貸
人
と
し
て
の
原
告
ら
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の

終
了
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
の
意
味
に
お
け
る
正
当
な
利
益
を
有
し
た
。
と
い
う
の
は
、
原
告
ら
は
・
・
・
・
賃
貸
さ
れ
た
本
件
住
居
を
、

自
己
、
お
よ
び
、
彼
ら
の
共
通
の
子
供
の
た
め
の
将
来
の
住
居
と
し
て
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
原
告
ら
は
、
現
在
、
彼
ら
の
側
で
、

賃
借
住
居
に
だ
け
居
住
し
て
い
た
。・
・
・
・
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
の
意
味
に
お
け
る
本
件
解
約
告
知
に
つ
い
て
の
原
告
ら
の
正
当
な
利
益
を
肯
定

す
る
た
め
に
、
原
告
ら
の
側
か
ら
な
お
こ
れ
以
上
の
説
明
は
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
。

　

し
か
し
、
地
方
裁
判
所
は
、
他
方
に
お
い
て
、「
・
・
・
・
被
告
ら
は
、
賃
借
人
と
し
て
、
一
九
九
一
年
四
月
三
〇
日
付
の
弁
護
士
の
書
面
を
も
っ

て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
彼
ら
の
賃
貸
人
と
し
て
の
原
告
ら
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ

て
、
社
会
的
な
理
由
か
ら
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
し
た
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」、
と
述
べ
た
う
え
で
、
原
告
（
賃

貸
人
）
ら
の
利
益
と
被
告
（
賃
借
人
）
ら
の
利
益
と
の
あ
い
だ
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
、
賃
借
人
ら
の
側
の
教
育
活
動
に
か
か
わ
る
利
益
を
重
要
視

し
て
、
賃
借
人
ら
の
利
益
が
優
位
に
あ
る
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
地
方
裁
判
所
は
、
そ
れ
と
と
も
に
、
賃
借
人
ら
の
子
供
の
学
校
の

学
年
が
終
了
す
る
時
点
ま
で
に
限
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
結
論
づ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
な

論
述
で
あ
っ
た
。

　
「
被
告
ら
に
と
っ
て
有
利
な
結
果
に
な
る
よ
う
に
、
被
告
ら
の
世
帯
に
な
お
二
人
の
未
成
年
の
子
供
ら
が
居
住
し
て
お
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

ひ
と
り
の
子
供
は
幼

4

4

4

4

4

4

4

4

稚
園
に

4

4

4

、4・

ひ
と
り
の
子
供
は
基
礎
課
程
学
校
に
通
っ
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
効
果
を
あ
ら
わ
し
た
。
さ
ら
に
、
被
告
・
二
の
病
気
が
、
被
告
ら
に
と
っ
て
有

利
な
結
果
に
な
る
よ
う
に
効
果
を
あ
ら
わ
し
た
。
そ
の
ほ
か
に
、
公
証
人
が
作
成
し
た
売
買
契
約
の
締
結
の
と
き
に
、
原
告
ら
が
賃
貸
さ
れ
た
住
居

（
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）

（
1067
）

（
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を
購
入
し
た
こ
と
は
、
原
告
ら
に
周
知
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
ら
は
、
本
件
住
居
に
は
賃
借
人
が
居
住
し
て
お
り
、
本
件
住
居
は
す
ぐ
に

原
告
ら
に
よ
っ
て
入
居
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
原
告
・
二
の
病
気
が
、
原
告
ら
に
と
っ
て
有
利
な
結
果
に
な
る
よ
う
に
効
果
を
あ
ら
わ
し
た
。
も
と
も
と
は
原
告
ら
の
側
か
ら

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

締
結
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
原
告
ら
の
現
在
の
賃
貸
人
ら
と
の
定
期
賃
貸
借
契
約
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

確
か
に

4

4

4

、4・

形
式
的
に
す
で
に
満
了
し
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
に
も
か
か
わ

4

4

4

4

4

4

4

ら
ず

4

4

、4・

原
告
ら
は

4

4

4

4

、4・

差
し
迫
っ
て

4

4

4

4

4

、4・

現
在
の
本
件
住
居
に
す
ぐ
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と
い
う
の
は
、
原
告
ら
と
彼
ら
の
賃
貸

人
ら
の
家
族
的
な
状
況
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

4

4

4

4

4

、4・

議
論
の
余
地
も
な
く
、
原
告

4

4

ら
は

4

4

、4・

現
在

4

4

、4・

原
告

4

4

・4・

一
の
両
親
の
も
と
に
居
住
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

　

両
方
の
当
事
者
の
利
益
の
比
較
衡
量
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

現
在
の
時
点
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
の

4

4

4

4

（4・

本
件
住
居
を

4

4

4

4

4

）4・

維
持
す
る
と
い
う
利
益
が
優
位
に
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と
い
う
の
は

4

4

4

4

4

、4・

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
現
在
解
消
す
る
場
合

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
の
子
供
の
学
校
に
つ
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
の
困
難
さ
が
懸
念
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
他
方
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

、4・

原
告
ら
の

4

4

4

4

（4・

本
件
住
居
を

4

4

4

4

4

）4・

取
り
戻
す
と
い
う
利
益
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

い4

ず
れ
に
せ
よ

4

4

4

4

4

、4・

現
在

4

4

、4・

な
お
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
原
告
ら
に
と
っ
て
有
利
な
結
果
に
な
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
ほ
ど
、
大
き
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
の
よ
う
な
全
部
の
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

一
九
九
三
年
八
月
三
一
日
ま
で
被
告
ら
の
本
件
使
用
賃

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

貸
借
関
係
を
延
長
す
る
こ
と
だ
け
が
考
慮
に
値
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

・
・
・
・
本
件
事
案
に
お
い
て
、
当
部
は
、
こ
れ
ま
で
の
賃
借
条
件
を
維
持
し
て
一
九
九
三
年
八
月
三
一
日
付
で
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
終
わ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ら
せ
る
こ
と
が

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

、4・

も
は
や
苛
酷
さ
を
意
味
し
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
時
点
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
学
年

4

4

4

4

が
終
わ
り

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
は
、
変
化
し
た
事
情
に
適
応
す
る
と
こ
ろ
の
時
間
を
十
分
に
自
由
に
使
用
で
き
る
か
ら
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」。
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③
賃
借
人
の
側
の
養
成
専
門
教
育
・
職
業
教
育
活
動
に
か
か
わ
る
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

　

第
一
に
、
す
で
に
Ⅱ
の
二
の
２
の
⑶
の
②
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の
マ
イ
ン
ツ
地
方
裁
判
所
一
九
七
〇
年
三
月
四
日
判
決
（
裁
判
例
【

172
】）

を
み
て
お
き
た
い
。

　

す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
事
案
の
概
要
の
要
点
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

被
告
ら
は
、
一
九
六
八
年
七
月
一
日
以
来
、
原
告
（
賃
貸
人
）
の
本
件
建
物
に
お
い
て
、
二
つ
の
部
屋
、
台
所
、
浴
室
、
お
よ
び
、
付
属
空
間
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
た
本
件
住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
。
被
告
（
賃
借
人
）
ら
は
、
彼
ら
の
費
用
に
も
と
づ
い
て
、
入
居
前
に
、
本
件
住
居
を
新
た
に

修
復
し
た
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
期
間
の
定
め
な
く
進
行
し
た
。
原
告
は
、
一
九
六
九
年
七
月
三
一
日
付
で
、
被
告
ら
と
の
本
件
使
用
賃
貸

借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請

求
し
た
。
被
告
ら
は
、
本
件
住
居
の
修
復
の
た
め
に
、
お
よ
そ
五
〇
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
を
費
や
し
た
し
、
被
告
ら
の
職
業
教
育
は
な
お
完
結
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
の
異
議
を
理
由
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

区
裁
判
所
は
、
一
九
七
〇
年
九
月
三
〇
日
ま
で
の
明
渡
期
間
を
認
め
て
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
認
容
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
ら
は
、
地
方
裁
判
所
に
控
訴
し
た
の
で
あ
る
。

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、
本
件
明
渡
し
の
訴
え
を
棄
却
し
、
被
告
ら
の
異
議
に
も
と
づ
い
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
一
九
七
一
年

一
二
月
三
一
日
ま
で
継
続
し
た
の
で
あ
る
。

（
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そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
経
済
的
な
支
出
の
観
点
か
ら
の
被
告
（
賃
借
人
）
ら
の
異
議
を
認
め

た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
賃
借
人
ら
の
側
の
養
成
専
門
教
育
活
動
に
か
か
わ
る
利
益
の
侵
害
の
観
点
か
ら
の
賃
借
人
ら
の
異
議
を
も
認
め
、
賃
借
人

ら
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
を
肯
定
し
た
。
地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
さ
ら
に
、
養
成
専
門
教
育
の
た
め
の
困
難
さ
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

試
験
を
受
け
る
こ
と
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

住
居
の
交
替
あ
る
い
は
住
居
を
探
す
こ
と
に
よ
っ
て
賃
借
人
に
本

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

質
的
に
困
難
に
さ
れ
る
場
合

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

正
当
で
な
い
苛
酷
さ
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
こ
の
要
件
も
ま
た
、
本
件
に
お
い
て
認
め
ら
れ

て
い
る
。
被
告

4

4

・4・

一
は

4

4

、4・

目
下
の
と
こ
ろ

4

4

4

4

4

4

、4・

彼
の
博
士
学
位
請
求
論
文
を
片
づ
け
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
お
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
れ
を
一
九
七
〇
年
の
秋
に
完

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

結
す
る
つ
も
り
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
か
ら
、
被
告

4

4

4

4

4

4

・4・

一
は
、
法
律
家
と
し
て
の
大
き
な
国
家
試
験
に
対
す
る
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
ま
た

4

4

、4・

被4

告4

・4・

二
は

4

4

、4・

マ
イ
ン
ツ
で
薬
学
を
学
ん
で
お
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

遅
く
と
も
一
九
七
一
年
の
夏
の
は
じ
め
に
彼
女
の
修
了
試
験
を
受
け
る
よ
う
に
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

ま
た

4

4

、4・

住
居
を
探
す
こ
と
と
住
居
の
交
替
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
か
ら
要
求
で
き
な
い
経
済
的
な
犠
牲
を
代
償
と
し
て
要
求
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
彼
ら
の
試
験
に
対
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

集
中
的
な
準
備
に
よ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

収
入
を
獲
得
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
ら
に
可
能
で
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

第
二
に
、
ア
ー
ヘ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
八
五
年
二
月
二
七
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

194
】
ア
ー
ヘ
ン
地
方
裁
判
所
一
九
八
五
年
二
月
二
七
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

原
告
（
賃
貸
人
）
は
、
学
生
相
互
扶
助
会
で
あ
り
、
本
件
学
生
用
寄
宿
舎
を
運
営
し
て
い
た
。
被
告
は
、
本
件
学
生
用
寄
宿
舎
に
所
在
す
る
本
件

（
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）
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住
居
の
賃
借
人
で
あ
っ
た
。
原
告
は
、
被
告
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
の
に
対
し
て
、
被
告
（
賃
借
人
）
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧

五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
し
た
の
で
あ
る
。

　

被
告
は
、
第
一
に
、
被
告
が
こ
れ
ま
で
代
替
住
居
を
要
求
で
き
る
条
件
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
、
被
告
が
目
下
の
と
こ

ろ
修
了
試
験
中
で
あ
り
、
彼
の
大
学
卒
業
証
書
請
求
論
文
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

地
方
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
規
定
は
、
原
則
と
し
て
、
学
生
用
寄
宿
舎
の
部
屋
に
関
す
る
使
用
賃
貸
借
関
係
に
対

し
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。・
・
・
・

　

被
告
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
に
し
た
が
っ
て
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の

終
了
は
、
被
告
に
と
っ
て
、
原
告
の
正
当
な
利
益
を
評
価
し
て
も
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
の
苛
酷
さ
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
」、

と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
第
一
に
、
被
告
（
賃
借
人
）
は
、
賃
借
人
が
こ
れ
ま
で
代
替
住
居
を
要
求
で
き
る
条
件
で
見
出
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
区
裁
判
所
と
と
も
に
、
被
告
は
、
こ
の
点
で
は
・
・
・
・
被
告
が
こ
れ
ま
で
代
替
住
居
を
要
求
で
き
る
条
件
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
被
告
の
側
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
よ
う
な
苛
酷
さ

は
、
原
告
の
正
当
な
利
益
に
対
し
て
、
優
勢
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
原
告
は
、
公
法
上
の
協
会
と
し
て
、
住
居
の
場
所
を
与
え
る
と
き
に
は
、
公

平
な
割
当
て
の
た
め
に
配
慮
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
住
居
の
場
所
が
十
分
に
自
由
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
は
、
居
住
の

（
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場
所
を
待
つ
学
生
ら
の
利
益
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
学
生
が
相
当
な
期
間
に
お
い
て
学
生
用
寄
宿
舎
に
お
け
る
場
所
を
獲
得
す
る
こ
と
を
保
障
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
由
か
ら
、
原
告
は
、
議
論
の
余
地
も
な
く
、
循
環
交
代
制
度
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
原
告

の
寄
宿
舎
に
お
け
る
居
住
期
間
は
、
五
年
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。・
・
・
・
原
告
は
、
そ
の
住
居
を
希
望
者
ら
に
相
当
に
割
り
当
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、

固
有
の
公
的
な
利
益
を
も
つ
。
こ
の
利
益
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
の
枠
組
み
に
お
い
て
も
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
な
原
告
の
利
益
に
対
し
て
、
相
当
な
代
替
住
居
を
見
出
さ
な
い
と
い
う
被
告
の
苛
酷
さ
は
、
優
勢
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
寄
宿
舎
に
お
け
る
場
所
を
待
つ
と
こ
ろ
の
多
く
の
学
生
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
」。

　

し
か
し
、
地
方
裁
判
所
は
、
第
二
に
、
被
告
（
賃
借
人
）
は
、
賃
借
人
が
目
下
の
と
こ
ろ
修
了
試
験
中
で
あ
り
、
彼
の
大
学
卒
業
証
書
請
求
論
文

を
作
成
し
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
判
断
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で

あ
る
。

　
「
し
か
し
、
被
告
は

4

4

4

、4・

成
果
を
も
っ
て

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
が
目
下
の
と
こ
ろ
修
了
試
験
中
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

彼
の
大
学
卒
業
証
書
請
求
論
文
を
作
成
し
て
い
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
確
か
に
、
原
告
は
・
・
・
・
被
告
が
本
当
に
彼
の
大
学
卒
業
証
書
請
求
論
文
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
を
疑
っ

た
。
し
か
し
、
被
告
は

4

4

4

、4・

一
九
八
五
年
二
月
六
日
の
弁
論
期
日
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

一
九
八
五
年
二
月
五
日
付
の
研
究
所
の
証
明
書
を
提
出
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
の
証
明
書
か

4

4

4

4

4

4

ら4

、4・

被
告
が
そ
の
研
究
所
に
お
い
て
彼
の
大
学
卒
業
証
書
請
求
論
文
の
実
験
に
も
と
づ
く
部
分
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。

　

彼
の
大
学
卒
業
証
書
請
求
論
文
の
開
始
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
に
妨
げ
ら
れ
て
も
い
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
最
終
口
頭
弁
論
の
時
点
の
事
実
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

諸
関
係
が

4

4

4

4

、4・

社
会
的
条
項
の
適
用
可
能
性
の
た
め
に
決
定
的
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
に
加
え
て

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
は

4

4

4

、4・

す
で
に

4

4

4

、4・

区
裁
判
所
の
審
理
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

修
了

4

4

試
験
中
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

、4・

一
九
八
四
年
の
終
わ
り
に
彼
の
大
学
卒
業
証
書
請
求
論
文
を
始
め
る
こ
と
を
申
し
立
て
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。・
・
・
・
修
了
試
験
を
受
け
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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の
遅
滞

4

4

4

、4・

お
よ
び

4

4

4

、4・

大
学
卒
業
証
書
請
求
論
文
を
書
く
こ
と
の
遅
滞
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
の
意
味
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

苛
酷
さ

4

4

4

を
も
意
味
し
た

4

4

4

4

4

4

。
住
居
を
探
す
こ
と
と
住
居
の
交
替
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

間
近
に
迫
っ
て
い
る
修
了
試
験
を
危
険
に
さ
ら
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

大
学
卒
業
証
書
請
求
論
文
の
不
成
功

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
行
き
着
き
う
る

4

4

4

4

4

4

4

。
そ
れ
で

4

4

4

、4・

養
成
専
門
教
育
を
困
難
に
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
に
し
た
が
っ
た
比
較
衡
量
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

賃
借
人

4

4

4

に
と
っ
て
苛
酷
さ
と
し
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
は
、
正
当
と
認
め
ら
れ
て
も
い
る
。
当
部
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
被
告
の

側
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
苛
酷
さ
に
は
、
原
告
の
正
当
な
利
益
に
対
し
て
、
優
位
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
は
、
修
了
試

4

4

4

験
の
不
成
功
は

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
の
ひ
き
続
い
て
の
人
生
行
路
に
と
っ
て
深
刻
な
結
果
を
有
し
う
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

原
告
に
よ
っ
て
世
話
を
や
か
れ
た
学
生
が
修
了
試
験
を
上
首
尾
に
受
け
る
こ
と
は
、
原
告
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、

原
告
は
、
自
分
自
身
で
も
・
・
・
・
明
渡
し
が
被
告
に
と
っ
て
修
了
試
験
の
あ
い
だ
に
特
別
な
苛
酷
さ
を
意
味
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
」。

　

最
後
に
、
地
方
裁
判
所
は
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
被
告
（
賃
借
人
）
の
修
了
試
験
中
の
あ
い
だ
だ
け
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と

い
う
結
論
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
し
か
し
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
は
・
・
・
・
一
九
八
五
年
九
月
三
〇
日
ま
で
だ
け
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
部
は
、
被
告
が

そ
の
時
ま
で
彼
の
修
了
試
験
を
修
了
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
被
告
は
お
よ
そ
一
年
修
了
試
験
中
で
あ
る
。

　

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
期
間
の
定
め
な
く
継
続
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

考
慮
に
値
し
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
の
側
に
お
け
る
苛
酷
さ
に
つ
い
て
の
理
由
が
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

つ
存
在
し
な
く
な
る
の
か
と
い
う
点
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

不
確
定
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

第
三
に
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
区
裁
判
所
一
九
八
五
年
三
月
二
七
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。
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事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
こ
ろ
の
賃
借
人
は
、
彼
の

医
学
の
養
成
専
門
教
育
の
終
了
の
あ
と
す
ぐ
に
ド
ク
タ
ー
の
学
位
を
獲
得
す
る
論
文
を
書
く
と
こ
ろ
の
医
師
で
あ
っ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
右
に
述
べ
た
事
情
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
た
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
継
続
を
一
年
だ
け
正
当

化
す
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
本
判
決
の
判
例
集
の
要
約
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
論
じ

た
の
で
あ
る
。

　
「
彼
の
医
学
の
養
成
専
門
教
育
の
終
了
の
あ
と
す
ぐ
に
ド
ク
タ
ー
の
学
位
を
獲
得
す
る
論
文
を
書
く
と
こ
ろ
の
医
師
の
ド
ク
タ
ー
の
学
位
を
獲
得

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

す
る
論
文
を
作
成
す
る
期
間
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

修
了
試
験
の
期
間
と
等
し
く
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苛
酷
さ
に
つ
い
て
の
理
由
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
と
考
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
そ
の
医
師
は
、
さ
ら
に
続
け
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
二
文
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う

の
は
、
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
期
間
（
一
年
な
い
し
二
年
）
内
の
二
重
の
転
居
は
、
支
配
的
な
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
一
項
一

文
の
意
味
に
お
け
る
要
求
で
き
な
い
苛
酷
さ
を
含
む
の
で
あ
り
・
・
・
・
二
重
の
転
居
は
、
な
お
勉
学
の
場
所
に
お
い
て
生
活
し
、
ま
さ
し
く
養
成

専
門
教
育
と
と
も
に
論
文
を
作
成
す
る
医
師
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
高
い
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
若
い
医
師
は
、
今
日

の
労
働
市
場
の
状
況
に
お
い
て
、
勉
学
の
場
所
あ
る
い
は
そ
の
よ
り
近
い
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
労
働
の
場
所
を
見
出
す
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」。

（
1078
）

（
1079
）

（
1080
）
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第
四
に
、
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
区
裁
判
所
一
九
八
五
年
四
月
二
二
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　

事
実
関
係
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
に
し
た
が
っ
て
本
件
解
約
告
知
に
異
議
を
述
べ
た
と
こ
ろ
の
賃
借
人
は
、
第
三

の
裁
判
例
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
の
医
学
の
養
成
専
門
教
育
の
終
了
の
あ
と
ド
ク
タ
ー
の
学
位
を
獲
得
す
る
つ
も
り
の
医
師
で
あ
っ
た
。

　

区
裁
判
所
は
、
そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
本
判
決
の
判
例
集
の
要
約
に
よ
る
と
、「
医
師
が
ド
ク
タ
ー
の
学
位
を
獲
得
す
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

医
師
の

4

4

4

た
め
の
彼
の
職
業
教
育
の
継
続
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
職
業
の
初
心
者
の
雇
用
が
高
い
蓋
然
性
を
も
っ
て
養
成
専
門
教
育
の

場
所
の
範
囲
外
で
接
続
す
る
だ
ろ
う
と
こ
ろ
の
職
業
教
育
の
終
わ
り
が
予
測
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
の
使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
二
重
の

住
居
の
交
替
を
避
け
る
た
め
に
、
期
間
の
定
め
を
も
っ
て
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　

第
五
に
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
区
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
月
二
三
日
判
決
を
み
て
お
き
た
い
。

　
【

195
】
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
区
裁
判
所
一
九
八
九
年
一
月
二
三
日
判
決

　
［
事
案
の
概
要
と
経
緯
］

　

被
告
（
賃
借
人
）
は
、
Ｓ
婦
人
と
、
一
九
八
四
年
七
月
八
日
に
、
Ｌ
に
存
在
す
る
本
件
住
居
に
関
す
る
本
件
使
用
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
た
。
Ｓ

婦
人
は
、
一
九
八
六
年
一
〇
月
に
死
亡
し
た
が
、
彼
女
の
息
子
、
す
な
わ
ち
、
原
告
（
賃
貸
人
）
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ
た
。

　

原
告
は
、
二
人
の
成
人
し
た
子
供
ら
を
有
し
た
。
年
長
の
息
子
は
、
主
と
し
て
ア
フ
リ
カ
に
滞
在
し
、
お
よ
そ
年
に
一
ヶ
月
の
あ
い
だ
だ
け
Ｌ
に

お
い
て
生
活
し
た
。
原
告
の
息
子
は
、
本
件
建
物
の
ま
た
別
の
住
居
の
所
有
者
で
あ
っ
た
。
一
方
、
現
在
二
八
歳
の
原
告
の
娘
は
、
目
下
な
お
Ｌ
に

（
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）

（
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）

（
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）
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存
在
す
る
両
親
の
本
件
建
物
に
居
住
し
て
い
た
。
原
告
の
娘
は
、
そ
こ
で
、
全
部
で
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル
の
居
住
面
積
の
二
つ
の
狭
い
空
間
を
占
有

し
て
い
た
。
原
告
の
娘
は

4

4

4

4

4

、4・

職
業
教
育
を
す
る
学
校
の
教
師
と
い
う
職
業
を
目
指
し
て
努
力
し
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
原
告
の
娘
は

4

4

4

4

4

、4・

第
一
次
国
家
試
験
に
合
格

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し4

、4・

現
在

4

4

、4・

全
部
で
二
年
間
の
試
補
見
習
養
成
専
門
教
育
の
最
初
の
年
に
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
原
告
の
娘
は
、
こ
の
養
成
専
門
教
育
の
経
過
に
お
い
て
、
Ｌ

に
存
在
す
る
実
業
学
校
に
勤
め
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
も
ま
た

4

4

4

4

4

、4・

特
殊
学
校
の
教
師
と
い
う
目
標
と
す
る
職
業
を
も
っ
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
は

4

4

4

、4・

同
じ
く
全
部
で
二
年
間
の
試
補
見
習

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

養
成
専
門
教
育
の
二
年
目
の
養
成
専
門
教
育
の
年
度
に
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
被
告
は
、
こ
の
二
年
目
の
養
成
専
門
教
育
の
年
度
を
修
了
試
験
の
段
階
と
呼
ん
だ
。

被
告
は

4

4

4

、4・

最
初
の
養
成
専
門
教
育
の
年
度
の
終
わ
り
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
中
間
試
験
に
き
わ
め
て
よ
い
成
果
を
も
っ
て
合
格

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
た

4

4

。

　

原
告
は
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
三
一
日
付
で
、
被
告
と
の
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
解
約
告
知
し
た
。
原
告
は
、
本
件
住
居
を
彼
の
娘
の
た
め
に

必
要
と
す
る
、
と
主
張
し
た
。
原
告
の
娘
に
と
っ
て
、
両
親
の
本
件
建
物
に
お
け
る
居
住
関
係
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
被
告
は

4

4

4

、4・

そ
の
異
議
を
も
っ

4

4

4

4

4

4

4

て4

、4・

一
九
八
九
年
八
月
三
一
日
ま
で
本
件
解
約
告
知
を
見
合
わ
せ
る
よ
う
に
頼
ん
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
し
か
し

4

4

4

、4・

原
告
は

4

4

4

、4・

一
九
八
九
年
一
月
三
一
日
ま
で
本
件
使

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

用
賃
貸
借
関
係
を
延
長
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
と
表
明
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

　

こ
れ
に
対
し
て

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
は

4

4

4

、4・

本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
を
一
九
八
九
年
八
月
三
一
日
ま
で
継
続
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

と
主
張
し
た

4

4

4

4

4

ほ
か
、
補

助
的
に
、
相
当
な
明
渡
期
間
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
申
し
立
て
た
。
被
告
に
と
っ
て
、
第
二
次
国
家
試
験
を
可
能
な
限
り
き
わ
め
て
よ
い
成
果
を
も
っ

て
締
め
く
く
る
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
な
ん
ら
か
の
採
用
の
機
会
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
被
告
は
、
転
居
を
通
し
て
惹
起
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
被
告
の
養
成
専
門
教
育
の
妨
げ
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
被
告
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
女
の
養
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成
専
門
教
育
の
終
了
の
あ
と
で
、
Ｌ
地
域
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
被
告
は
、
彼
女
の
養
成
専
門
教
育
の
終
わ
り
に
、
彼
女
が
Ｌ
地
域
に

お
い
て
職
業
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
さ
え
も
、
本
件
住
居
を
明
け
渡
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
な
た
っ
た
数
ヶ
月
の
た
め
に

住
居
を
探
す
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
し
ろ
困
難
で
あ
る
。

　
［
判
決
理
由
］

　

区
裁
判
所
は
、
結
論
と
し
て
、「
当
事
者
の
本
件
訴
訟
は
、
結
局
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
が
一
九
八
九
年
一
月
末
に
終
わ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、

一
九
八
九
年
八
月
末
に
終
わ
る
の
か
と
い
う
点
の
問
題
に
つ
い
て
経
過
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
・
・
・
・
原
告
の
敗
訴
か
ら
出

発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
判
決
理
由
に
お
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
一
方
に
お
い
て
、「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
六
四
ｂ
条
と
い
う
法
律
上
の
規
定
が
示
す
よ
う
に
、
住
居
に
関
す
る

使
用
賃
貸
借
関
係
は
、
賃
貸
人
に
よ
っ
て
・
・
・
・
狭
い
要
件
の
も
と
で
だ
け
解
約
告
知
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
自
己
必
要
は
、
こ
れ

ら
の
狭
い
要
件
に
属
す
る
。
そ
の
よ
う
な
解
約
告
知
理
由
が
、
本
件
に
お
い
て
、
原
告
が
彼
の
成
人
し
た
娘
に
本
件
住
居
を
自
由
に
使
用
さ
せ
た
い

と
い
う
理
由
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
被
告
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
。

　

し
か
し
、
区
裁
判
所
は
、
他
方
に
お
い
て
、「
本
件
解
約
告
知
の
理
由
が
肯
定
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
、
必
然
的
に
、
賃
貸
人
に
よ
っ
て
望
ま
れ

た
時
点
で
の
賃
借
人
の
明
渡
義
務
に
行
き
着
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
本
件
に
お
い
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
賃
借
人
の
異
議
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
五
六
ａ
条
）
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
異
議
は
、
結
局
、
契
約
当
事
者
の
間
の
利
益
の
比
較
衡
量
が
行
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
本
件
使
用
賃
貸
借
関
係
の
期
間
の
定
め
の

な
い
延
長
が
問
題
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
一
九
八
九
年
八
月
三
一
日
（
そ
の
学
年
の
終
わ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
被
告
の
試
補
見
習
の

（
1084
）

（
1085
）
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養
成
専
門
教
育
の
終
わ
り
）
ま
で
の
期
間
の
定
め
の
あ
る
延
長
が
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
論
じ
た
う
え
で
、「
当
裁
判
所
は
、
被
告
に
対
し

て
一
九
八
九
年
八
月
三
一
日
前
に
本
件
住
居
の
明
渡
し
が
請
求
さ
れ
る
場
合
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
五
五
六
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
に
つ
い
て
の
事
案
が

存
在
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
」、
と
判
断
し
た
。

　

そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
区
裁
判
所
は
、
原
告
（
賃
貸
人
）
の
利
益
と
被
告
（
賃
借
人
）
の
利
益
と
の
あ
い
だ
の
比
較
衡
量
に
も

と
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
「
・
・
・
・
被
告
に
と
っ
て

4

4

4

4

4

4

、4・

彼
女
の
引
き
続
い
て
の
職
業
生
活
の
可
能
性
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

決
定
的
に

4

4

4

4

、4・

第
二
次
国
家
試
験
の
成
績
に
依
存
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
住
居
の

4

4

4

交
替
が
時
間
的
な
消
費
と
神
経
的
負
担
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

そ
の
脈
絡
の
な
お
こ
れ
以
上
の
理
由
づ
け
を
必
要
と
し
な
い
よ
う
に
当

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

然
で
あ
る

4

4

4

4

。
同
じ
く

4

4

4

、4・

こ
の
よ
う
な
負
担
が
被
告
の
成
績
に
否
定
的
な
影
響
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

五
五
六
ａ
条
一
項
二
文
の
意
味
に
お
け
る
苛
酷
さ
に
つ
い
て
の
理
由
も
ま
た
存
在
し
た
。
と
い
う
の
は
、
わ
ず
か
な
数
ヶ
月
だ
け
の
間
あ
る
住
居
を

賃
借
す
る
こ
と
は
特
別
な
困
難
さ
を
免
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

原
告
の
娘
は

4

4

4

4

4

、4・

現
在

4

4

、4・

狭
め
ら
れ
た
諸
条
件
の
も
と
で
生
活
し
て
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
も
っ
と
も
、
当
裁
判
所
は
、
平
方
メ
ー
ト
ル
数
に
し
た
が
っ
た
だ
け

の
比
較
を
作
り
出
す
こ
と
を
適
当
で
な
い
と
考
え
た
。
と
い
う
の
は
、
原
告
の
娘
の
住
居
は
そ
の
両
親
の
本
件
建
物
内
に
あ
り
、
他
人
の
間
で
は
通

例
で
あ
る
と
こ
ろ
の
境
界
は
主
張
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。・
・
・
・
原
告
と
彼
の
娘
は
、
立
法
者
が
賃
貸
人
の
所
有
者
と
し
て
の
地
位
を
社

会
的
な
理
由
か
ら
制
限
し
た
こ
と
と
折
り
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
原
告
の
娘
の
家
庭
に
お
け
る
職
業
的
な
活
動
の
可
能
性
が
彼
女
の
居
住

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

領
域
の
狭
さ
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

し
か
し

4

4

4

、
当
裁
判
所
は
、
原
告
の
娘
が
数
ヶ
月
の
間
よ
り
広
い
居
住
領

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

域
を
断
念
す
る
こ
と
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

被
告
が
彼
女
の
養
成
専
門
教
育
の
終
了
の
前
に
必
然
的
に
引
払
う
こ
と
と
同
じ
よ
う
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

原
告
の
娘
の
職
業
的
な
進
捗
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
1086
）

（
1087
）
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対
す
る
強
い
影
響
を
も
ち
う
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
原
告
の
娘
の
説
明
は

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

原
告
の
娘
が

4

4

4

4

4

、4・

彼
女
の
引
き
続
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

の
人
生
行
路
の
た
め
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

こ
れ
が
被
告
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
程
度
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、4・

修
了
試
験
の
成
績
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
プ
ラ
ス
の
材
料
を
提
供
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
」。

　

以
上
、
そ
の
他
の
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
、
結
論
と
し
て
、
賃
借
人
に
と
っ
て
の
「
苛
酷
さ
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案
を
考
察
し
た
。

※ 

Ⅱ
の
二
の
２
の
⑷
の
②
以
下
の
目
次
の
詳
細
は
、
連
載
を
進
め
る
な
か
で
明
ら
か
に
す
る
。

（
1011
）A

G
 F

reibu
rg W

u
M

 1993,402.

（
1012
）A

G
 F

reibu
rg W

u
M

(F
n

.1011),S
.402.

（
1013
）A

G
 F

reibu
rg W

u
M

(F
n

.1011),S
.403.

（
1014
）A

G
 W

in
sen

(L
u

he) W
u

M
 1994,430.

（
1015
）A

G
 W

in
sen

(L
u

he) W
u

M
(F

n
.1014),S

.430.

（
1016
）A

G
 W

in
sen

(L
u

he) W
u

M
(F

n
.1014),S

.430.

（
1017
）A

G
 W

in
sen

(L
u

he) W
u

M
(F

n
.1014),S

.430.

（
1018
）L

G
 W

uppertal W
u

M
 1970,186.

（
1019
）L

G
 W

uppertal W
u

M
(F

n
.1018),S

.187.

（
1020
）L

G
 W

uppertal W
u

M
(F

n
.1018),S

.187.

（
1021
）L

G
 W

uppertal W
u

M
(F

n
.1018),S

.187. （
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（
1022
）L

G
 W

uppertal W
u

M
(F

n
.1018),S

.187.

（
1023
）L

G
 M

ü
n

chen
 I W

u
M

 1988,365.

（
1024
）L

G
 M

ü
n

chen
 I W

u
M

(F
n

.1023),S
.365.

（
1025
）L

G
 M

ü
n

chen
 I W

u
M

(F
n

.1023),S
.365.

（
1026
）L

G
 M

ü
n

chen
 I W

u
M

(F
n

.1023),S
.365.

（
1027
）L

G
 M

ü
n

chen
 I W

u
M

(F
n

.1023),S
.365.

（
1028
）L

G
 M

ü
n

chen
 I W

u
M

(F
n

.1023),S
.365f.

（
1029
）A

G
 F

orch
heim

 D
W

W
 1991,115.

（
1030
）
同
規
定
に
つ
い
て
は
、
注
（
201
）
参
照
。

（
1031
）A

G
 F

orch
heim

 D
W

W
(F

n
.1029),S

.115.

（
1032
）A

G
 F

orch
heim

 D
W

W
(F

n
.1029),S

.115.

（
1033
）A

G
 F

orch
heim

 D
W

W
(F

n
.1029),S

.115.

（
1034
）A

G
 K

erpen
 W

u
M

 1992,247.

（
1035
）A

G
 K

erpen
 W

u
M

(F
n

.1034),S
.247.

（
1036
）A

G
 K

erpen
 W

u
M

(F
n

.1034),S
.247.

（
1037
）L

G
 K

öln
 W

u
M

 1992,247.

（
1038
）L

G
 H

am
bu

rg D
W

W
 1991,189.

（
1039
）L

G
 H

am
bu

rg D
W

W
(F

n
.1038),S

.189.

（
1040
）L

G
 H

am
bu

rg D
W

W
(F

n
.1038),S

.190.

（
1041
）L

G
 H

am
bu

rg D
W

W
(F

n
.1038),S

.190.

（
1042
）L

G
 H

am
bu

rg D
W

W
(F

n
.1038),S

.190.

（
1043
）L
G

 H
am

bu
rg D

W
W

(F
n

.1038),S
.190.

（
1044
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
 1995,439.
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（
1045
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
(F

n
.1044),S

.439.

（
1046
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
(F

n
.1044),S

.439f.

（
1047
）L

G
 H

am
bu

rg W
u

M
(F

n
.1044),S

.439.

（
1048
）L

G
 G

era W
u

M
 2000,35.

（
1049
）L

G
 G

era W
u

M
(F

n
.1048),S

35.

（
1050
）L

G
 B

erlin
 Z

M
R

 2010,962.

（
1051
）L

G
 B

erlin
 Z

M
R

(F
n

.1050),S
.962.

（
1052
）L

G
 B

erlin
 Z

M
R

(F
n

.1050),S
.962.

（
1053
）L

G
 B

erlin
 Z

M
R

(F
n

.1050),S
.962f.

（
1054
）L

G
 B

erlin
 Z

M
R

(F
n

.1050),S
.963.

（
1055
）L

G
 B

erlin
 Z

M
R

(F
n

.1050),S
.963f.

（
1056
）O

L
G

 K
öln

 N
J

W
 1968,1834.

（
1057
）O

L
G

 K
öln

 N
J

W
(F

n
.1056),S

.1834.

（
1058
）L

G
 W

uppertal M
D

R
 1970,332.

（
1059
）L

G
 W

uppertal M
D

R
(F

n
.1058),S

.332.

（
1060
）L

G
 W

uppertal M
D

R
(F

n
.1058),S

.332.

（
1061
）A

G
 W

uppertal W
u

M
 1971,25.

（
1062
）A

G
 W

uppertal W
u

M
(F

n
.1061),S

.25.

（
1063
）A

G
 W

uppertal W
u

M
(F

n
.1061),S

.25f.

（
1064
）A

G
 W

uppertal W
u

M
(F

n
.1061),S

.26.

（
1065
）L

G
 M

ü
n

chen
 II W

u
M

 1993,331.

（
1066
）L

G
 M

ü
n

chen
 II W

u
M

(F
n

.1065),S
.332.

（
1067
）L
G

 M
ü

n
chen

 II W
u

M
(F

n
.1065),S

.331.
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（
1068
）L

G
 M

ü
n

chen
 II W

u
M

(F
n

.1065),S
.331.

（
1069
）L

G
 M

ü
n

chen
 II W

u
M

(F
n

.1065),S
.331f.

（
1070
）L

G
 M

ain
z W

u
M

(F
n

.943).

（
1071
）L

G
 M

ain
z W

u
M

(F
n

.943),S
102.

（
1072
）L

G
 A

achen
 W

u
M

 1986,252.

（
1073
）L

G
 A

achen
 W

u
M

(F
n

.1072),S
.252.

（
1074
）L

G
 A

achen
 W

u
M

(F
n

.1072),S
.252f.

（
1075
）L

G
 A

achen
 W

u
M

(F
n

.1072),S
.253.

（
1076
）L

G
 A

achen
 W

u
M

(F
n

.1072),S
.253.

（
1077
）A

G
 T

ü
bin

gen
 Z

M
R

 1986,60.

（
1078
）A

G
 T

ü
bin

gen
 Z

M
R

(F
n

.1077),S
.60.

（
1079
）�

Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
五
五
六
ａ
条
一
項
二
文
は
、「
相
当
な
代
替
住
居
が
要
求
で
き
る
条
件
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
も
、
苛
酷
さ
が
存
在
す
る
」、
と
い
う
規
定

で
あ
っ
た
。

（
1080
）A

G
 T

ü
bin

gen
 Z

M
R

(F
n

.1077),S
.60.

（
1081
）A

G
 T

ü
bin

gen
 W

u
M

 1989,240.

（
1082
）A

G
 T

ü
bin

gen
 W

u
M

(F
n

.1081),S
.240.

（
1083
）A

G
 L

ü
beck W

u
M

 1989,413.

（
1084
）A

G
 L

ü
beck W

u
M

(F
n

.1083),S
.413.

（
1085
）A

G
 L

ü
beck W

u
M

(F
n

.1083),S
.413.

（
1086
）A

G
 L

ü
beck W

u
M

(F
n

.1083),S
.413.

（
1087
）A

G
 L

ü
beck W

u
M

(F
n

.1083),S
.413.

（
1088
）A
G

 L
ü

beck W
u

M
(F

n
.1083),S

.413.
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